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１． 「健やか親子２１（第２次）」の推進について

（１）「健やか親子２１（第２次）」について

「健やか親子２１」は、21世紀の母子保健の取組の方向性と目標を示

し、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動として、平成13年

から取組を開始し、平成27年度からは、平成36年度（2024年度）までを

運動期間とする「健やか親子２１（第２次）」を開始している。「すべて

の子どもが健やかに育つ社会」の実現に向け、３つの基盤課題と２つの

重点課題を設定している。課題の達成に向け、80以上の関係団体で構成

される「健やか親子２１推進協議会」においても取組を推進している。

本運動の啓発の一環として、今年度は「マタニティマーク」を重点テ

ーマとして、ファクトブックの作成や民間企業等との連携による取組等

を実施したところ。平成30年度は、「妊産婦の食育」を重点テーマとして

啓発を実施する予定である。また、シンボルマークである「すこりん」

を活用して啓発を実施している。（関連資料１参照）

【依頼事項】

・「健やか親子２１（第２次）」推進にあたり、各自治体においては、これ

までの母子保健事業等で把握した情報等を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルに

基づいて各施策を展開していただきたい。

・都道府県は、指定都市、中核市、市町村といった地方公共団体間の役割

分担や関係者の連携の強化について、中心的な役割を果たしていただき

たい。

・県型保健所は、地域保健における広域的、専門的かつ技術的拠点として、

積極的に管内市町村に対する協力・支援に取り組んでいただきたい。

・市町村は、関連部署や医療機関、教育機関、その他の関係者と連携し、

きめ細かい支援を行うとともに、事業の実施を通じて把握した情報等か

ら課題を明らかにし事業に反映させていただきたい。

・「健やか親子２１（第２次）」の公式ウェブサイトに母子保健に関する取

組を登録いただくシステムがあるので、積極的に登録いただくとともに、

登録された好事例を母子保健事業実施に当たって活用されたい。

「健やか親子２１（第２次）」ウェブサイト http://sukoyaka21.jp/

・健やか親子２１に関する普及啓発を行う際には、「すこりん」を活用して

いただきたい。

（２）「健やか親子２１（第２次）」中間評価について
2019年度（平成31年度）には、これまでの取組状況について、中間評

価を実施し、必要に応じて、指標の追加等の見直しを行う予定である。
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各自治体に御協力いただいている母子保健課調査の結果について、各

指標の現状値及び詳細分析として都道府県別値を取りまとめ、今後、毎

年度公表する予定である。地域格差がみられる指標もあることから、結

果を確認の上、各自治体の取組を見直す機会としていただきたい。（関連

資料２参照）

また、健やか親子２１（第２次）の80指標のうち、15指標については、

乳幼児健康診査において必須問診項目として調査していただいている。

既に依頼をしているところであるが、平成30年度は、15指標に加えて４

指標についても調査いただく予定である。

調査の集計にあたっては、各市区町村に配布している乳幼児健診情報

システムを活用していただくことにより、集計値とともに個人情報を除

外した個票データを都道府県に報告することができ、各都道府県が管内

市区町村の状況を把握し、指標間の要因分析に利活用することも可能な

仕組みとなっている。

【依頼事項】

・市町村においては、必須問診項目の15指標に加えて、４指標の調査を実

施していただきたい。集計報告にあたっては、乳幼児健診情報システム

を活用いただきたい。なお、把握した項目については、当該調査の報告

のみならず、各自治体の事業にも活用いただきたい。

・都道府県においては、市町村の集計及び報告について御協力をお願いし

たい。乳幼児健診情報システムを活用いただき、収集した情報を利活用

し、県内の状況把握を行うとともに、地域格差が認められる場合におい

ては、積極的に対策を講じていただきたい。

（３）「健やか親子２１」全国大会について

毎年健やか親子２１全国大会を開催し、全国から母子保健事業及び家

族計画関係者の多数の参画を求め、「健やか親子２１」の推進を図るとと

もに、事業推進に功績のあった個人及び団体を表彰し、我が国の母子保

健事業及び家族計画事業の一層の推進を図っている。

平成29年度の全国大会は、宮崎県で開催された。平成30年度は、平成

30年11月７日（水）～９日（金）に、三重県において開催される予定で

ある。（関連資料３参照）

【依頼事項】

・各自治体におかれては、母子保健関係者に全国大会への積極的な参加を

働き掛けていただきたい。
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（４）「健康寿命をのばそう！アワード（母子保健分野）」について

「健康寿命をのばそう！アワード」は、平成24年度より、あらゆる世

代のすこやかな暮らしを支える良好な社会環境の構築を推進することを

目的として、生活習慣病の予防、地域包括ケアシステムの構築に向けた

介護予防・高齢者生活支援に関する優れた取組を表彰する制度である。

平成27年度からは、母子の健康増進を目的とする優れた取組を行う企

業・団体・自治体の表彰も行っている。

平成29年度は、自治体部門では、厚生労働省大臣優秀賞を名張市（三

重県）、厚生労働省子ども家庭局長優良賞を大阪市（大阪府）が受賞した。

受賞した取組については、紹介冊子を作成し、「健やか親子２１（第２

次）」の公式ウェブサイトでも紹介している。

【依頼事項】

・各自治体におかれては、上記の公式ウェブサイトで紹介されている優れ

た取組を参考に、母子の健康増進に関する積極的な取組を企業・団体・

自治体に働き掛けていただきたい。

・平成30年度以降も募集を予定しており、優れた取組について積極的な応

募をお願いする。（関連資料４参照）

（５）マタニティマークについて

「健やか親子２１」の取組の一環として、妊娠・出産に関する安全性

と快適性の確保を目指し、妊産婦に対する社会の理解と配慮を促すため、

各市町村において、母子健康手帳と併せてマタニティマークの配布や、

マタニティマークの趣旨の普及啓発をお願いしているところであり、地

方財政上の措置は平成19年度から引き続き行っている。

【依頼事項】

・各自治体におかれては、今後も更なるマタニティマークの周知、普及に

向けた積極的な取組の推進をお願いする。

２. 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について

（１）不妊治療への助成等について

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶

者間の体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成している。

平成30年度予算案では、引き続き安定的に事業を実施するために必要

な予算を計上している。（関連資料５参照）

不妊専門相談センターについては、2019年度までに全都道府県・指定

都市・中核市に配置して相談機能を強化することとしている。（関連資料
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６参照）

このため、平成30年度予算案において、当該目標の達成に向けて必要

な箇所数の増を計上したところである。

【依頼事項】

・不妊に悩む方への支援については、経済的負担軽減とともに、不妊に関

する相談指導や情報提供等を併せて行うことが望ましいため、センター

未設置の指定都市・中核市におかれては、設置に向けた積極的な検討を

お願いしたい。

・既に設置している都道府県等におかれては、相談窓口の利便性の向上や

相談機能の強化について、積極的な取組をお願いする。

・不妊治療への助成の実施に際しては、男性不妊治療も含め、不妊治療に

関する正確な情報の提供や普及啓発をお願いするとともに、当該助成に

係る指定医療機関において、配偶子・受精卵の保存管理及び記録が適切

に行われるよう当該医療機関への周知等をお願いしたい。

（２）子育て世代包括支援センターの全国展開について

子育て世代包括支援センターでは、地域のつながりの希薄化等により、

妊産婦等の孤立感や負担感が高まっている中、妊娠期から子育て期まで

の支援を切れ目なく提供するために相談支援等を行うこととしている。

平成29年４月１日時点で525市町村(1,106か所)に設置されており、また、

閣議決定において、2020年度末までの全国展開を目指して整備を進めて

いくこととされている。

子育て世代包括支援センターの全国展開に向けて、母子保健法を改正

し、同センターの設置を市町村の努力義務として法的に位置づけたとこ

ろである（法律上の名称は「母子健康包括支援センター」）。

また、子育て世代包括支援センターの設置促進を図るため、平成30年

度予算案において、同センターを立ち上げるための職員雇上げや協議会

の開催等に要する経費を計上しているところである（子育て世代包括支

援センター開設準備事業）。

さらに、平成29年８月に、子育て世代包括支援センターにおける業務

についてのガイドラインを策定したところである。

【依頼事項】

・各自治体におかれては、予算事業やガイドラインを活用の上、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目ない支援を提供するため、子育て世代包括支

援センターの設置・運営につき、積極的な取組をお願いする。（関連資料

７参照）
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（３）妊娠・出産包括支援事業について

妊娠・出産包括支援事業のうち、「産前・産後サポート事業」及び「産

後ケア事業」については、平成30年度予算案において、各市町村におけ

る実施予定等を踏まえ、事業実施箇所数の増や人口規模に応じた補助基

準額を設定するなど必要な予算を計上したところである。

また、平成29年８月に、産前・産後サポート事業及び産後ケア事業に

ついてのガイドラインを策定したところである。

【依頼事項】

・各自治体におかれては、予算事業やガイドラインを活用の上、産前・産

後サポート事業及び産後ケア事業の実施につき、積極的な取組をお願い

する。（関連資料（８～10参照）

（４）産婦健康診査事業について

産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産後２週間、

産後１か月などの出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の

身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等）の重要性が指摘さ

れている。

このため、平成29年度から、出産後間もない時期における産婦健康診

査２回分にかかる費用を助成する「産婦健康診査事業」について予算を

計上しているところである。（関連資料11参照）

【依頼事項】

・各市町村におかれては、産婦健康診査は、産後うつへの早期対応を行う

ため、産後ケア事業の実施を要件としていることから、産後ケア事業の

実施とともに、産婦健康診査の実施につき、積極的な取組をお願いする。

（５）生涯を通じた女性の健康支援事業について

女性健康支援センターでは、思春期から更年期にいたる女性を対象と

し、各ライフステージに応じた相談等を行っているところであるが、予

期せぬ妊娠などについての相談体制の充実が求められている。

平成30年度予算案において、夜間や休日の相談受付時間の延長に要す

る費用を計上したところである。

【依頼事項】

・センター未設置の指定都市及び中核市におかれては、設置に向けた積極

的な検討をお願いしたい。

・既に設置している都道府県等におかれては、夜間や休日の開設など相談

窓口の利便性の向上や相談機能強化について、積極的な取り組みをお願

いしたい。
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（６）新生児聴覚検査体制整備事業等について

聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合は、聴覚障害に

よる音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期

発見・早期療育が図られるよう、全ての新生児を対象として新生児聴覚

検査を実施することが重要である。

しかしながら、平成28年度の母子保健課による調査結果によると、受

診者数を把握している市町村における検査の受診率は82.8％、公費負担

を実施している市町村は12.9％であり、その取組は十分とはいえない結

果となっている。

このため、平成29年12月に通知を改正し、各市町村での検査の受診状

況を適切に把握し、経済的負担の軽減のため積極的に公費負担すること

をお願いしたところである。

また、平成29年度から都道府県内の新生児聴覚検査の推進体制を整備

し、市町村の取組を支援するため、都道府県が行う普及啓発や研修会の

実施、医療機関や教育機関などの関係機関等による協議会の設置などの

費用を予算に計上しているところである（新生児聴覚検査体制整備事

業）。

【依頼事項】

・各都道府県におかれては本事業を活用し、管内市町村における新生児聴

覚検査の実施体制の整備に積極的に取り組んでいただきたい。（関連資料

12参照）

３. 妊婦健康診査について

（１）妊婦健康診査の公費負担の状況調査について

平成28年４月１日現在における妊婦健康診査の公費負担については、

全ての市町村で14回以上実施され、公費負担額は全国平均で102,097円で

あったが、各市町村間で公費負担額や公費負担の対象となる検査項目等

の状況に差がみられた。

【依頼事項】

・各市町村におかれては、公費負担の更なる充実を図り、「妊婦に対する健

康診査についての望ましい基準」（平成27年３月31日厚生労働省告示第

226号）において示す検査項目が受けられるよう、引き続き積極的な取組

をお願いする。（関連資料15参照）

（２）妊婦健康診査の受診勧奨について
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妊娠中は母体や胎児の健康の確保を図る上で定期的に健診を受診し、

普段以上に健康に気をつけることが必要であることから、妊婦健康診査

の受診を勧奨するため、厚生労働省において、健診の重要性の理解を促

進するためのリーフレットデザインを作成し、ホームページに掲載して

いる。

【依頼事項】

・各市町村におかれては、広報誌・ホームページへの掲載、リーフレット

の作成、各種窓口での配布等の普及啓発により、妊婦健康診査の受診勧

奨に努めていただきたい。

【すこやかな妊娠と出産のために】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html

【“妊婦健診”を受けましょう】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/index.html

４. 乳幼児健康診査について

（１）乳幼児健康診査の実施について

乳幼児に対する健康診査については、「乳幼児に対する健康診査の実施

について」（平成10年４月８日児発第285号厚生省児童家庭局長通知）等

により行われてきたところである。平成27年度より「健やか親子２１

（第２次）」が開始したこと等に伴い、平成27年９月に通知の一部を改正

し、問診項目の拡充等が図られたところである。

【依頼事項】

・各市町村におかれては、引き続き、上記の通知に基づき、乳幼児健康診

査の円滑な実施に努めていただきたい。

（２）乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について

乳幼児健診については、母子保健法に基づき実施していただいている

ところであるが、１歳６か月児健診では3.6％、３歳児健診では4.9％

（平成28年度地域保健・健康増進事業報告）の未受診者がいる。

乳幼児健診を子どもに受けさせていない家庭は、受けさせている家庭

よりも虐待リスクが高いことが指摘されていることから、未受診家庭の

把握を通じて、虐待予防のための支援につなげることが重要である。

【依頼事項】

・各市町村におかれては、家庭訪問等により引き続き乳幼児健診未受診者

の受診勧奨等に努めていただきたい。

・乳幼児健診未受診家庭を把握した際には、児童福祉担当部署等に情報提
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供を行い、連携して子どもの安全確認を徹底していただきたい。

（３）乳幼児健康診査における発達障害の早期発見について

乳幼児健康診査における発達障害の早期発見については、発達障害者

支援法（平成16年法律第167号）第５条において、市町村は、乳幼児健康

診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならな

い旨定められている。

昨年、総務省より、「発達障害者支援に関する行政評価・監視結果に基

づく勧告」が公表され、厚生労働省における市町村の取組実態の把握及

び乳幼児健康診査における発達障害の疑われる児童の早期発見に資する

取組の促進について勧告があったところである。

今後、市町村での乳幼児健康診査における発達障害の早期発見の取り

組み事例について、情報提供することとしている。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html

【依頼事項】

・各都道府県におかれては、乳幼児健康診査において、発達障害の早期発

見が効果的に行われるよう、市町村の取り組み事例を参考に、管内市町

村に積極的な取り組みを促していただきたい。また、母子保健指導者養

成研修や国立精神・神経医療研究センターにおいて実施されている発達

障害者支援のための研修について、管内の市町村に適宜周知するととも

に、積極的な参加を促していただきたい。

【国立精神・神経医療研究センター】

http://www.ncnp.go.jp/nimh/kenshu/index.html

【（参考）平成29年度母子保健指導者養成研修会】

http://www.jfpa.info/boshi/

５． 子どもの心の診療ネットワーク事業について

平成29年度予算から、子どもの心の診療ネットワーク事業の実施主体

に指定都市を追加しているところである。

【依頼事項】

・各都道府県及び指定都市におかれては、子どもの心の診療体制構築に努

めるよう積極的な取組をお願いする。

６． 未熟児養育医療費等について

-666-

409-596.indd   666 2018/03/15   15:56:37



母子保健法第20条第１項に基づく養育医療の給付、児童福祉法第20条

第１項に基づく療育の給付、同法第22条第１項に基づく助産の実施（以

下、「未熟児養育医療費等」という。）を行った場合の費用徴収に関する

事務については、「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」（平

成29年12月26日閣議決定）において、地方税関係情報の情報連携が可能

となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を平成30年度中に周

知することとされている。

また、未熟児養育医療費等の費用徴収額の算定に関し、未婚のひとり

親に対する寡婦（夫）控除のみなし適用を平成30年度予算案において措

置することとしているが、適用時期等については追って連絡する。

さらに、「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法

等の一部を改正する法律案」が本年の通常国会に提出されているところ

であるが、生活保護制度の見直しにより生活保護基準が減額となる場合

には、養育医療の給付、療育の給付に係る費用徴収について、できる限

りその影響が及ばないように対応することとしている。

【依頼事項】

・上記について、ご承知おきいただくとともに、各都道府県におかれては、

管内市区町村への周知をお願いする。

７． 食育の推進について

平成28年度から平成32年度（2020年度）を計画期間とする「第３次食

育推進基本計画」（平成28年３月18日食育推進会議決定）に基づき、母子

保健及び児童福祉分野における更なる食育の推進に取り組んでいるとこ

ろである。特に、第３次計画では、個人や家庭環境の違い、多様性を認

識した栄養指導等の「多様な暮らしに対応した食育」や妊産婦や乳幼児

の保護者等の「若い世代を中心とした食育」の推進を、新たに重点課題

として掲げているところである。

また、毎年実施してきたブロック別児童福祉施設給食関係者研修会に

ついては、来年度から運営方法を変更し、母子保健指導者養成研修等事

業において実施する予定である。詳細については、別途、周知する予定

である。

【依頼事項】

・各自治体におかれては、上記の重点課題にも留意の上、食育の推進に関

-667-

409-596.indd   667 2018/03/15   15:56:37



して、積極的な取組をお願いする。

８． 母子保健分野におけるデータヘルスについて

健康・医療・介護の分野を有機的に連結したＩＣＴインフラを2020 年

度から本格稼働させるべく、厚生労働省内に「データヘルス改革推進本

部」が設置され、分野横断的な検討が進められている。プロジェクトチー

ムの一つとして、「乳幼児期・学童期の健康情報」が設置されたところで

あり、今後、母子保健分野においても検討を進めることとしている。（関

連資料17参照）

平成30年度には、乳幼児健診等の項目の標準化等について検討を進める

予定である。

【依頼事項】

・妊婦健診や乳幼児健診で実施する項目のうち最低限電子化し管理する必

要のある項目や情報連携のあり方等について今後検討を進めていくこと

について、御承知おきいただきたい。

【（参考）】厚生労働省データヘルス改革推進本部

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148743.html

９. 子育てワンストップサービス（母子保健関係）の導入に

ついて

マイナポータルを活用した全国共通のサービス検索・電子申請等の仕

組みである、子育てワンストップサービスが平成29年11月から本格運用と

なった。

母子保健関係においては、妊娠の届出及び母子健康手帳の交付の事務に

ついて、来庁によることを原則としつつも、妊娠や子育て家庭の利便性の

向上を図り、より効果的な面談につなげる観点から、事前アンケートの回

答と妊娠の届出について、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能

を活用したオンライン申請を行うことが可能となった。また、マイナポー

タルのお知らせ機能を活用することにより、妊娠の届出の後、妊婦健診の

受診勧奨や、面談のためのより効率的な来庁の予約のためのお知らせ、妊

婦等を対象とした各種案内、子どもの月齢・年齢に応じた健診のお知らせ

等をプッシュ形式で通知することが可能となった。

【依頼事項】

・各市区町村におかれては、子育てワンストップサービスの活用を御検討
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いただきたい。

・なお、子育て世代包括支援センターにおける効果的な支援を実施するた

めには、妊娠の届出及び母子健康手帳の交付の機会に、保健師等の専門

職による面談を実施することにより、妊婦及び子育て家庭の実情を効果

的に把握することが重要であるので、留意願いたい。

10. 出生前遺伝学的検査について

NIPT検査（無侵襲的出生前遺伝学的検査(Noninvasive prenatal

genetic testing)）については、「『母体血を用いた新しい出生前遺伝学

的検査』の指針等について（周知依頼）」（平成25年３月13日雇児母発03

13第１号母子保健課長通知）により、以下のとおり当省の見解を示すとと

もに、管内市町村等に対する周知を依頼している。

①一般的に医学的検査は、必要な患者に対し、診察から検査、診断、治療

に至るまでの医師が行う診療行為の一環としてなされるべきものである

こと

②特に、新出生前遺伝学的検査については、その高度な専門性と結果から

導き出される社会的影響を考慮すると、検査前後における専門家による

十分な遺伝カウンセリングにより、検査を受ける妊婦やその家族等に検

査の意義や限界などについて正確に理解していただくことが必要である

こと

③検査対象者については、新出生前遺伝学的検査の特性を踏まえ、超音波

検査等で胎児が染色体数異常を有する可能性が示唆された者や染色体数

的異常を有する児を妊娠した既往のある者、高齢妊娠の者等、一定の要

件を定めることが必要であること

④そのためには、学会関係者に限らず、検査に関わる全ての学術団体、医

学研究機関、医療機関、臨床検査会社、遺伝子解析施設、遺伝子解析の

仲介会社、健康関連企業等の皆様にも、学会指針を尊重して御対応いた

だくことが必要であること

先般、同検査を、上記通知において周知されている「『母体血を用いた

新しい出生前遺伝学的検査』指針」（平成25年3月9日日本産科婦人科学

会）に反して実施したことにより、日本産科婦人科学会により会員医師の

懲戒処分が行われたとの報道があった。

【依頼事項】

・各都道府県におかれては、改めて上記通知、学会指針及び共同声明につ

いて、その内容を御了知いただくとともに、都道府県・市の医療主管部

(局)、衛生主管部(局)等の関係部署及び管内の市町村、並びに必要に応
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じて管内の医療機関等の関係機関に対して、幅広く情報提供していただ

くようお願いする。（関連資料18参照）
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［関連資料：母 子 保 健 課］
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健
計

画
の

策
定

・
推

進
・
評

価
を
実

施
・
母

子
保

健
課

調
査

へ
の

協
力

（
乳

幼
児

健
診

問
診

項
目

、
母

子
保

健
事

業
の

実
施

状
況

調
査

）
・
全

国
大

会
の

開
催

中
間

評
価

・
計

画
修

正
等

推
進

協
議

会

応
援

メ
ン
バ

ー

関
係
者
や
関
係
機
関
・
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
、
「
す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
社
会
」
を
築
い
て
い
け
る
よ
う
推
進
を
図
っ
て
い
く

テ
ー
マ
グ
ル

ー
プ
ご
と
に
取

組
推

進
共

通
テ
ー
マ
に
つ
い
て
専

門
的

な
立

場
か

ら
推

進

普
及

・
啓

発
マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク

妊
産

婦
の

食
育

啓
発

に
関

す
る

重
点

テ
ー
マ
の

検
討

・
計

画

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

運
用

強
化

・
強

化
が

必
要

な
課

題
の

整
理

・
指

標
の

適
切

な
調

査
方

法
の

周
知

・
母

子
保

健
課

調
査

や
定

期
調

査
で
把

握
で
き
な

い
指

標
の

調
査

実
施

・
中

間
評

価
に
向

け
た
課

題
の

整
理

（
新

た
に
取

り
組

む
べ

き
課

題
含

む
）

●
総

会
（
年

間
１
回

程
度

）
：
取

組
の

共
有

、
方

針
の

決
定

・
重

点
的

に
取

り
組

む
べ

き
課

題
の

解
決

に
向

け
た
取

組
の

推
進

を
図

る

重
点

テ
ー
マ
に

沿
っ
た
啓

発

・
団

体
同

士
の

連
携

し
た
取

組
推

進
に
向

け
た
体

制
の

強
化

・
取

組
の

共
通

テ
ー
マ
を
検

討

計
画

的
な
啓

発

「
健
や
か
親
子
２
１
」
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
企
業
・
団
体
等
が
参
画
し
、
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
た
活
動
の
推
進
に
努
め
る
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母
子

保
健

の
取

組
を
推

進
す
る
た
め
の
国

と
各

地
方

公
共

団
体

の
役

割

全
国
的
な
⺟
⼦
保
健
⽔
準
や
⺟
⼦
保
健
事
業
の

実
施
状
況
等
を
評
価
す
る
た
め
の
目
標
を
設
定

し
、
広
く
関
係
者
等
に
周
知
。

県
内
の
課
題
の
把
握
等
を
広
域
的
か
つ
専
門
的

な
⽴
場
か
ら
⾏
い
、
都
道
府
県
⺟
⼦
保
健
計
画

を
策
定
す
る
。
課
題
解
決
に
向
け
て
、
県
型
保

健
所
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
町
村
と
い
っ

た
地
方
公
共
団
体
間
の
役
割
分
担
や
連
携
方
策

の
検
討
等
を
⾏
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

地
域
保
健
に
お
け
る
広
域
的
、
専
門
的
、
か
つ

技
術
的
拠
点
。
管
内
市
町
村
に
お
け
る
事
業
評

価
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
改
善
を
円
滑
に
進
め
る

た
め
に
、
積
極
的
に
協
⼒
・
⽀
援
に
取
り
組
む

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

各
⺟
⼦
保
健
事
業
の
主
た
る
実
施
者
。
個
々
の

状
況
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
⽀
援
を
⾏
う
こ
と

が
重
要
。
さ
ら
に
、
事
業
を
通
じ
て
把
握
し
た

情
報
等
か
ら
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に

対
応
策
を
検
討
し
、
事
業
に
反
映
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

「
健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）
」
に
つ
い
て
検
討
会
報
告
書
よ
り
引
用
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「健やか親子２１（第２次）」指標及び目標の一覧 平成30年３⽉20⽇時点

ベースライン 直近値 中間評価（５年後）⽬標 最終評価（10年後）⽬標 ベースライン調査 今後の調査

1 妊産婦死亡率
4.0（出産10万対）

（平成24年）

3.9（出産10万対）

（平成28年）
減少 2.8 人口動態統計 人口動態統計

2
全出生数中の低出生体重

児の割合

・低出生体重児 9.6%

・極低出生体重児 0.8%

（平成24年）

・低出生体重児 9.4％

・極低出生体重児 0.7％

（平成28年）

減少 減少 人口動態統計 人口動態統計

63.7%

（平成25年度）

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）
81.1%

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

⺟⼦保健課調査

4 むし⻭のない３歳児の割合
81.0%

（平成24年度）

83.0％

（平成27年度）
85.0% 90.0%

⺟⼦保健課調査

（３歳児⻭科健康

診査実施状況）

地域保健・健康増

進事業報告

5 妊娠中の妊婦の喫煙率
3.8%

（平成25年度）

2.9％

（平成28年度）
0% 0%

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

・父親 41.5%

（平成25年度）

38.4%

（平成28年度）
30.0% 20.0%

・⺟親   8.1%

（平成25年度）

6.6%

（平成28年度）
6.0% 4.0%

7 妊娠中の妊婦の飲酒率
4.3%

（平成25年度）

1.3％

（平成28年度）
0% 0%

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

8
乳幼児健康診査の受診率

（重点課題②再掲）

（未受診率）

・３〜５か⽉児：4.6%

・１歳６か月児：5.6%

・３歳児 ：8.1%

（平成23年度）

（未受診率）

・3〜5か⽉児：4.4％

・1歳6か月児：4.3％

・3歳児 ：5.7％

（平成27年度）

（未受診率）

・３〜５か⽉児：3.0%

・１歳６か月児：4.0%

・３歳児 ：6.0%

（未受診率）

・３〜５か⽉児：2.0%

・１歳６か月児：3.0%

・３歳児 ：5.0%

地域保健・健康増

進事業報告

地域保健・健康増

進事業報告

9

小児救急電話相談（♯

8000）を知っている親の

割合

61.2%

（平成26年度）
同左 75.0% 90.0%

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

＜医師＞

・３・４か月児 71.8%

・３歳児 85.6%

（平成26年度）

同左
・３・４か月児 80.0%

・３歳児 90.0%

・３・４か月児 85.0%

・３歳児 95.0%

＜⻭科医師＞

３歳児 40.9%

（平成26年度）

同左 ３歳児 45.0% ３歳児 50.0%

11 仕上げ磨きをする親の割合
69.6%

（平成26年度）

72.7%

（平成28年度）
75.0% 80.0%

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

12

妊娠届出時にアンケートを

実施する等して、妊婦の身

体的・精神的・社会的状

況について把握している市

区町村の割合（重点課題

②再掲）

92.8%

（平成25年度）

97.1%

（平成28年度）
100% ― ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

43.0%

（平成25年度）

46.4%

（平成28年度）
75% 100% ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

（参考）50.2%

（平成25年度）
―

（参考）

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山崎

班）
11.5%

（平成25年度）
50.0% 100% ⺟⼦保健課調査

60.1%

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

⺟⼦保健課調査

・市区町村 24.9%

・県型保健所 81.9%

（平成25年度）

・市区町村 50.0%

・県型保健所 90.0%

・市区町村 100%

・県型保健所 100% ⺟⼦保健課調査

・市区町村 28.8％

・県型保健所 42.9％

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

⺟⼦保健課調査

・市区町村 25.1%

・県型保健所 39.2%

（平成25年度）

・市区町村 50.0%

・県型保健所 80.0%

・市区町村 100%

・県型保健所 100% ⺟⼦保健課調査

・市区町村 14.2%

・県型保健所 22.8%

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

⺟⼦保健課調査

指標名

【

健

康

水

準

の

指

標
】

3
妊娠・出産について満足し

ている者の割合

【

健

康

⾏

動

の

指

標
】

6
育児期間中の両親の喫煙

率

【

環

境

整

備

の

指

標
】

13

基

盤

課

題

A

切

れ

目

な

い

妊

産

婦

・

乳

幼

児

へ

の

保

健

対

策

16

・乳幼児健康診査事業を

評価する体制がある市区

町村の割合

・市町村の乳幼児健康診

査事業の評価体制構築へ

の支援をしている県型保健

所の割合

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

10

子どものかかりつけ医（医

師・⻭科医師など）を持つ

親の割合

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

妊娠中の保健指導（⺟親

学級や両親学級を含む）

において、産後のメンタルヘ

ルスについて、妊婦とその家

族に伝える機会を設けてい

る市区町村の割合

14

産後１か月でEPDS９点

以上を示した人へのフォロー

体制がある市区町村の割

合

15

・ハイリスク児に対し保健師

等が退院後早期に訪問す

る体制がある市区町村の割

合

・市町村のハイリスク児の早

期訪問体制構築等に対す

る支援をしている県型保健

所の割合

資料２
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「健やか親子２１（第２次）」指標及び目標の一覧 平成30年３⽉20⽇時点

ベースライン 直近値 中間評価（５年後）⽬標 最終評価（10年後）⽬標 ベースライン調査 今後の調査指標名

参１ 周産期死亡率

出産千対 4.0

出生千対 2.7

（平成24年）

出産千対 3.6

出生千対 2.4

（平成28年）

― ― 人口動態統計 人口動態統計

参２

新⽣児死亡率、乳児（１

歳未満）死亡率（出⽣

千対）

・新⽣児死亡率               1.0

・乳児（１歳未満）死亡率 2.2

（平成24年）

・新⽣児死亡率            0.9

・乳児（1歳未満）死亡率 2.0

（平成28年）

― ― 人口動態統計 人口動態統計

参３
幼児（１〜４歳）死亡

率（⼈⼝10万対）

20.9

（平成24年）

17.6

（平成28年）
― ― 人口動態統計 人口動態統計

参４
乳児のSIDS死亡率（出

生10万対）

13.9

（平成24年）

11.2

（平成28年）
― ― 人口動態統計 人口動態統計

参５
正期産児に占める低出生

体重児の割合

・ 低出生体重児 6.0%

・極低出生体重児 0.0093%

（平成24年）

・低出生体重児 6.0％

・極低出生体重児 0.0093％

（平成28年）

― ― 人口動態統計 人口動態統計

参６
妊娠11週以下での妊娠の

届出率

90.8%

（平成24年度）

92.2％

（平成27年度）
― ―

地域保健・健康増

進事業報告

地域保健・健康増

進事業報告

47.5%

（平成25年度）

47.6％

（平成28年度）
― ―

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

（参考）51.6%

（平成22年）
― ―

（参考）

乳幼児身体発育調

査

参８
産後１か月でEPDS９点

以上の褥婦の割合

8.4％

（平成25年度）

8.5％

（平成28年度）
― ― ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

参９
１歳までにBCG接種を終

了している者の割合

92.9%

（平成24年度）

97.7％

（平成26年度）
― ―

定期の予防接種実

施者数

定期の予防接種実

施者数
・三種混合 94.7%

・麻しん 87.1%

（平成25年度）

・四種混合 96.2％

・麻しん・風しん 90.8％

（平成28年度）

― ―

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

（参考平成22年）

・三種混合 95.3%

・ポリオ 95.6%

・麻しん 89.3%

・風しん 85.7%

― ―
（参考）

幼児健康度調査

参

11

不妊に悩む⽅への特定治

療⽀援事業の助成件数

134,943件

（平成24年度）

141,890件

（平成28年度）
― ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

参

12

災害などの突発事象が発

生したときに、妊産婦の受

入体制について検討してい

る都道府県の割合

23.4%

（平成25年度）

42.6%

（平成28年度）
― ― ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

・10〜14歳

1.3（男  1.8/⼥0.7）

（平成24年）

・10〜14歳

1.3（男1.5/⼥1.0）

（平成28年）

・10〜14歳  減少 ・10〜14歳  減少

・15〜19歳

8.5（男 11.3/⼥5.6）

（平成24年）

・15〜19歳

7.2（男9.8/⼥4.5）

（平成28年）

・15〜19歳  減少 ・15〜19歳  減少

2 ⼗代の⼈⼯妊娠中絶率
7.1

（平成23年度）

5.0

（平成28年度）
6.5 6.0 衛⽣⾏政報告例 衛⽣⾏政報告例

3 ⼗代の性感染症罹患率

定点１カ所あたりの報告数

・性器クラミジア 2.92

・淋菌感染症 0.82

・尖圭コンジローマ 0.33

・性器ヘルペス 0.35

（平成24年）

定点１カ所あたりの報告数

・性器クラミジア 2.21

・淋菌感染症 0.50

・尖圭コンジローマ 0.17

・性器ヘルペス 0.29

（平成28年）

減少 減少
感染症発生動向調

査

感染症発生動向調

査

4
児童・生徒における痩身傾

向児の割合

2.0%

（平成25年度）

1.8％

（平成28年度）
1.5% 1.0% 学校保健統計調査 学校保健統計調査

5
児童・生徒における肥満傾

向児の割合

9.5%

（平成25年度）

9.0％

（平成28年度）
8.0% 7.0% 学校保健統計調査 学校保健統計調査

6
⻭⾁に炎症がある⼗代の

割合

25.7%

（平成23年）
同左 22.9% 20.0% ⻭科疾患実態調査 ⻭科疾患実態調査

7 ⼗代の喫煙率

中学１年

男⼦ 1.6% ⼥⼦ 0.9%

⾼校３年

男⼦ 8.6% ⼥⼦ 3.8%

（平成22年度）

中学１年

男⼦ 1.0% ⼥⼦ 0.3%

⾼校３年

男⼦ 4.6% ⼥⼦ 1.5%

（平成26年度）

中学１年

男⼦・⼥⼦  0％

⾼校３年

男⼦・⼥⼦  0％

中学１年

男⼦・⼥⼦   0％

⾼校３年

男⼦・⼥⼦   0％

平成22年度厚⽣労

働科学研究（大井

田班）

厚生労働科学研究

8 ⼗代の飲酒率

中学３年

男⼦ 8.0%  ⼥⼦ 9.1%

⾼校３年

男⼦ 21.0%  ⼥⼦18.5%

（平成22年度）

中学３年

男⼦7.2 %  ⼥⼦5.2 %

⾼校３年

  男⼦13.7 %  ⼥⼦10.9%

（平成26年度）

中学３年

男⼦・⼥⼦  0％

⾼校３年

男⼦・⼥⼦  0％

中学３年

男⼦・⼥⼦  0％

⾼校３年

男⼦・⼥⼦  0％

平成22年度厚⽣労

働科学研究（大井

田班）

厚生労働科学研究

9
朝食を欠食する子どもの割

合

・⼩学５年⽣    9.5%

・中学２年⽣  13.4%

（平成22年度）

同左
・⼩学５年⽣  5.0%

・中学２年⽣ 7.0%
中間評価時に設定

児童生徒の食事状況

等調査（独⽴⾏政法

人日本スポーツ振興セ

ンター）

調査方法は、今後

検討。

10

学校保健委員会を開催し

ている小学校、中学校、高

等学校の割合

小学校・中学校 89.7％

高等学校 86.9％

（平成27年度）

⽂部科学省初等中等

教育局健康教育・食

育課調べ

⽂部科学省初等中

等教育局健康教

育・食育課調べ

11

地域と学校が連携した健康

等に関する講習会の開催

状況

53.6%

（平成25年度）

60.9%

（平成28年度）
80.0% 100.0% ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

基

盤

課

題

B

学

童

期

・

思

春

期

か

ら

成

人

期

に

向

け

た

保

健

対

策

基

盤

課

題

A

切

れ

目

な

い

妊

産

婦

・

乳

幼

児

へ

の

保

健

対

策

【

健

康

水

準

の

指

標
】

【

参

考

と

す

る

指

標
】

参７
出産後１か⽉時の⺟乳育

児の割合

参

10

１歳６か月までに四種混

合・麻しん・風しんの予防接

種を終了している者の割合

人口動態統計 人口動態統計

【

健

康

⾏

動

の

指

標
】

【

環

境

整

備

の

指

標
】

1 ⼗代の⾃殺死亡率
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「健やか親子２１（第２次）」指標及び目標の一覧 平成30年３⽉20⽇時点

ベースライン 直近値 中間評価（５年後）⽬標 最終評価（10年後）⽬標 ベースライン調査 今後の調査指標名

参１

スクールカウンセラーを配置

する小学校、中学校の割

合

・小学校 37.6%

・中学校 82.4%

・その他 1,534箇所

（平成24年度）

同左 ― ―

⽂部科学省初等中

等教育局児童生徒

課調べ

⽂部科学省初等中

等教育局児童生徒

課調べ

参２
スクールソーシャルワーカーの

配置状況

784人

（平成24年度）

1,186人

（平成26年度）
― ―

⽂部科学省初等中

等教育局児童生徒

課調べ

⽂部科学省初等中

等教育局児童生徒

課調べ

参３

思春期保健対策に取り組

んでいる地方公共団体の

割合

・自殺防止対策 19.1%

・性に関する指導 41.1%

・肥満及びやせ対策 17.9%

・薬物乱用防止対策 24.6%

（喫煙、飲酒を含む）

・食育 48.0%

（平成25年度）

・自殺防止対策 21.8%

・性に関する指導 42.7%

・肥満及びやせ対策 19.5%

・薬物乱用防止対策 26.9%

（喫煙、飲酒を含む）

・食育 51.2%

（平成28年度）

― ― ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

参４
家族など誰かと食事をする

子どもの割合

・⼩学校５年⽣

朝食 84.0% ・ 夕食 97.7%

・中学校２年⽣

朝食 64.6% ・ 夕食 93.7%

（平成22年度）

同左 ― ―
児童生徒の食事状

況等調査

調査方法は、今後

検討。

1
この地域で子育てをしたいと

思う親の割合

91.1%

（平成26年度）

94.5%

（平成28年度）
93.0% 95.0%

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

2

妊娠中、仕事を続けること

に対して職場から配慮をさ

れたと思う就労妊婦の割合

91.0%

（平成26年度）
同左 93.0% 95.0%

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

3

マタニティマークを妊娠中に

使⽤したことのある⺟親の

割合

52.3%

（平成25年度）
同左 60.0% 70.0%

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

4
マタニティマークを知っている

国⺠の割合

45.6%

（平成26年度）
同左 50.0% 55.0%

⺟⼦保健に関する世

論調査

調査方法は、今後

検討。

5
積極的に育児をしている父

親の割合

47.2%

（平成25年度）

59.7％

（平成28年度）
50.0% 55.0%

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

・市区町村 96.7%

・県型保健所 33.8%

（平成25年度）

・市区町村 97.3％

・県型保健所 30.2％

（平成28年度）

・市区町村 99.0％

・県型保健所 50.0％

・市区町村 100％

・県型保健所 100％ ⺟⼦保健課調査

―

・市区町村 29.7％

・県型保健所 30.0％

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

⺟⼦保健課調査

28.9%

（平成25年度）
― 50.0% 100% ⺟⼦保健課調査

―

37.3%

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

⺟⼦保健課調査

・市区町村 97.9%

・県型保健所 95.1%

（平成25年度）

―
・市区町村 100%

・県型保健所 97.0%

・市区町村 100%

・県型保健所 100% ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

―

・市区町村 61.4%

・都道府県 68.1％

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

参１

個人の希望する子ども数、

個人の希望する子ども数と

出生子ども数の差

・平均理想⼦ども数  2.42

・平均理想⼦ども数（2.42）と

平均出生子ども数（1.71）の

差 0.71

（平成22年）

・平均理想⼦ども数 2.32

・平均理想⼦ども数（2.32）と

平均出生子ども数（1.94）の

差 0.38

（平成27年）

― ―

出生動向基本調査

（結婚と出産に関す

る全国調査（国⽴

社会保障・人口問

題研究所））

出生動向基本調査

（結婚と出産に関す

る全国調査（国⽴

社会保障・人口問

題研究所））

参２
不慮の事故による死亡率

（人口10万対）

０〜19歳     3.4

・０歳 9.0

・１〜４歳     2.9

・５〜９歳     1.9

・10〜14歳   1.6

・15〜19歳    5.7

（平成24年）

０〜19歳     2.3

・０歳 7.5

・１〜４歳     2.2

・５〜９歳     1.3

・10〜14歳   1.2

・15〜19歳    5.1

（平成28年）

― ― 人口動態統計 人口動態統計

56.8%

（平成25年度）
同左 ― ― ⺟⼦保健課調査

― 3.4% ― ― ⺟⼦保健課調査

参４

乳幼児のいる家庭で、⾵呂

場のドアを乳幼児が自分で

開けることができないよう工

夫した家庭の割合

38.2%

（平成25年度）

45.1％

（平成28年度）
― ―

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

参５ 父親の育児休業取得割合
1.89%

（平成24年度）

3.16％

（平成28年度）
― ― 雇用均等基本調査 雇用均等基本調査

基

盤

課

題

B

学

童

期

・

思

春

期

か

ら

成

人

期

に

向

け

た

保

健

対

策

基

盤

課

題

C

子

ど

も

の

健

や

か

な

成

⻑

を

⾒

守

り

育

む

地

域

づ

く

り

【

健

康

水

準

の

指

標
】

【

健

康

⾏

動

の

指

標
】

【

環

境

整

備

の

指

標
】

6

【

参

考

と

す

る

指

標
】 参３

事故防止対策を実施して

いる市区町村の割合

【

参

考

と

す

る

指

標
】

・乳幼児健康診査の未受

診者の全数の状況を把握

する体制が

ある市区町村の割合

・市町村の乳幼児健康診

査の未受診者把握への取

組に対する支援をしている

県型保健所の

割合

7

育児不安の親のグループ活

動を支援する体制がある市

区町村の割合

8

⺟⼦保健分野に携わる関

係者の専門性の向上に取

り組んでいる地方公共団体

の割合
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「健やか親子２１（第２次）」指標及び目標の一覧 平成30年３⽉20⽇時点

ベースライン 直近値 中間評価（５年後）⽬標 最終評価（10年後）⽬標 ベースライン調査 今後の調査指標名

1

ゆったりとした気分で子どもと

過ごせる時間がある⺟親の

割合

・３・４か月児 79.7%

・１歳６か月児 68.5%

・３歳児 60.3%

（平成25年度）

・３・４か月児 87.6%

・１歳６か月児 78.0%

・３歳児 71.3%

（平成28年度）

・３・４か月児 81.0%

・１歳６か月児 70.0%

・３歳児 62.0%

・３・４か月児 83.0%

・１歳６か月児 71.5%

・３歳児 64.0%

平成25年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

2
育てにくさを感じたときに対

処できる親の割合

83.4%

（平成26年度）

82.0%

（平成28年度）
90.0% 95.0%

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

3
子どもの社会性の発達過

程を知っている親の割合

83.3%

（平成26年度）

88.9%

（平成28年度）
90.0% 95.0%

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

4
発達障害を知っている国⺠

の割合

67.2%

（平成26年度）
同左 80.0% 90.0%

⺟⼦保健に関する世

論調査

調査方法は、今後

検討。

・市区町村 85.9%

・県型保健所 66.5%

（平成25年度）

―

・市区町村 90.0%

・県型保健所 80.0%

・市区町村 100%

・県型保健所 100% ⺟⼦保健課調査

―

・市区町村 61.5%

・県型保健所 32.9％

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

⺟⼦保健課調査

参１

小児人口に対する親子の

心の問題に対応できる技術

を持った小児科医の割合

（小児人口10万対）

6.2

（参考） 1,013名

（平成24年度）

6.8

（参考） 1,055名

（平成28年度）

― ―
（一社）日本小児

科医会調べ

（一社）日本小児

科医会調べ

参２

小児人口に対する児童精

神科医師の割合（小児人

口10万対）

11.9

（平成25年度）

12.9

（平成28年度）
― ―

⽇本児童⻘年精神

医学会調べ（平成

25年４⽉１⽇時

点）

⽇本児童⻘年精神

医学会調べ

参３
情緒障害児短期治療施

設の施設数

30道府県 38施設

（平成24年）
同左 ― ―

雇用均等・児童家

庭局家庭福祉課調

べ（平成24年10⽉

１日時点）

子ども家庭局家庭福

祉課調べ

参４
就学前の障害児に対する

通所⽀援の利⽤者数

37,505名

（平成25年）
同左 ― ―

社会・援護局障害

保健福祉部障害福

祉課調べ（平成25

年12⽉１⽇時点）

社会・援護局障害

保健福祉部障害福

祉課調べ

参５

障害児支援を主要な課題

とする協議体を設置してい

る市区町村数

421

（平成25年）
同左 ― ―

社会・援護局障害

保健福祉部障害福

祉課調べ（平成25

年４⽉時点）

社会・援護局障害

保健福祉部障害福

祉課調べ

1 児童虐待による死亡数

・心中以外 58人

･心中 41人

（平成23年度）

・心中以外 52人

･心中 32人

（平成27年度）

それぞれが減少 それぞれが減少

「子ども虐待による死

亡事例等の検証結

果等について」の報

告書

「子ども虐待による死

亡事例等の検証結

果等について」の報

告書
・３・４か月児 0.8%

・１歳６か月児 2.2%

・３歳児 4.4%

（参考 平成26年度）

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

・３・４か月児 9.7%

・１歳６か月児 22.6%

・３歳児 42.3%

※ベースラインと調査⽅法が異なる

（平成28年度）

⺟⼦保健課調査

3
乳幼児健康診査の受診率

（基盤課題A再掲）

（未受診率）

・３〜５か⽉児  4.6%

・１歳６か月児 5.6%

・３歳児 8.1%

（平成23年度）

（未受診率）

・３〜５か⽉児  4.4%

・１歳６か月児 4.3%

・３歳児 5.7%

（平成27年度）

（未受診率）

・３〜５か⽉児  3.0%

・１歳６か月児 4.0%

・３歳児 6.0%

（未受診率）

・３〜５か⽉児  2.0%

・１歳６か月児 3.0%

・３歳児 5.0%

地域保健・健康増

進事業報告

地域保健・健康増

進事業報告

4

児童虐待防⽌法で国⺠に

求められた児童虐待の通

告義務を知っている国⺠の

割合

61.7%

（平成26年度）
同左 80.0% 90.0%

⺟⼦保健に関する世

論調査

調査方法は、今後

検討。

5

乳幼児揺さぶられ症候群

（SBS）を知っている親の

割合

94.3%

（平成26年度）

97.6%

（平成28年度）
100% ―

平成26年度厚⽣労

働科学研究（山縣

班）

⺟⼦保健課調査

重

点

課

題

②

妊

娠

期

か

ら

の

児

童

虐

待

防

止

対

策

重

点

課

題

①

育

て

に

く

さ

を

感

じ

る

親

に

寄

り

添

う

支

援

【

健

康

水

準

の

指

標
】

【

健

康

⾏

動

の

指

標
】

【

環

境

整

備

の

指

標
】

5

・発達障害をはじめとする育

てにくさを感じる親への早期

支援体制がある市区町村

の割合

・市町村における発達障害

をはじめとする育てにくさを感

じる親への早期支援体制

整備への支援をしている県

型保健所の割合

【

参

考

と

す

る

指

標
】

【

健

康

水

準

の

指

標
】

2
子どもを虐待していると思わ

れる親の割合

【

健

康

⾏

動

の

指

標
】
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「健やか親子２１（第２次）」指標及び目標の一覧 平成30年３⽉20⽇時点

ベースライン 直近値 中間評価（５年後）⽬標 最終評価（10年後）⽬標 ベースライン調査 今後の調査指標名

6

妊娠届出時にアンケートを

実施する等して、妊婦の身

体的・精神的・社会的状

況について把握している市

区町村の割合

（基盤課題A再掲）

92.8%

（平成25年度）

97.1%

（平成28年度）
100% ― ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

7

対象家庭全てに対し、乳児

家庭全⼾訪問事業を実施

している市区町村の割合

27.5％

（参考）事業実施率 99.0％

（平成26年度）

47.3％

（参考）事業実施率99.5％

（平成27年4⽉1⽇）

― 中間評価時に設定設定

雇用均等・児童家

庭局総務課虐待防

止対策室調べ

⼦どもを⾒守る地域

ネットワーク等調査

（政府統計）総務

省調べ

※各年度ごとには、

子ども家庭局家庭福

祉課虐待防止対策

推進室調べで調査。

8

養育支援が必要と認めた

全ての家庭に対し、養育支

援訪問事業を実施している

市区町村の割合

66.9％

（参考）事業実施率 81.2％

（平成26年度）

83.6％

（参考）事業実施率84.4％

（平成27年4⽉1⽇）

― 中間評価時に設定

雇用均等・児童家

庭局総務課虐待防

止対策室調べ

⼦どもを⾒守る地域

ネットワーク等調査

（政府統計）総務

省調べ

※各年度ごとには、

子ども家庭局家庭福

祉課虐待防止対策

推進室調べで調査。

9

特定妊婦、要支援家庭、

要保護家庭等支援の必要

な親に対して、グループ活動

等による支援（市町村への

支援も含む）をする体制が

ある県型保健所の割合

30.3%

（平成25年度）

17.7%

（平成28年度）
70.0% 100% ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

10

要保護児童対策地域協

議会の実務者会議、若しく

はケース検討会議に、産婦

⼈科医療機関の関係職種

（産婦人科医又は看護師

や助産師）が参画している

市区町村の割合

14.8％

（平成27年度）

14.5％

（平成28年度）
― 中間評価時に設定

雇用均等・児童家

庭局総務課虐待防

止対策室調べ

⼦どもを⾒守る地域

ネットワーク等調査

（政府統計）総務

省調べ

※各年度ごとには、

子ども家庭局家庭福

祉課虐待防止対策

推進室調べで調査。

11

関係団体の協⼒を得て、

児童虐待に関する広報・啓

発活動を実施している地方

公共団体の割合

54.9%

（平成25年度）

56.4%

（平成28年度）

※参考：都道府県 83.0％

（平成28年度）

80.0% 100% ⺟⼦保健課調査 ⺟⼦保健課調査

12
児童虐待に対応する体制

を整えている医療機関の数

1034か所

（平成28年４⽉１⽇時点）
―

三次と二次救急

医療機関の50%

全ての三次と二次

救急医療機関数
⺟⼦保健課調査

調査方法は、今後

検討。

参１
児童相談所における児童

虐待相談の対応件数

66,701件

（平成24年度）

122,575件

（平成28年度）
― ― 福祉⾏政報告例 福祉⾏政報告例

参２
市町村における児童虐待

相談の対応件数

73,200件

（平成24年度）

100,147件

（平成28年度）
― ― 福祉⾏政報告例 福祉⾏政報告例

重

点

課

題

②

妊

娠

期

か

ら

の

児

童

虐

待

防

止

対

策

【

環

境

整

備

の

指

標
】

【

参

考

と

す

る

指

標
】
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0
.0
%

5
.0
%

1
0
.0
%

1
5
.0
%

2
0
.0
%

全 国
北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

妊
娠

及
び
育
児
中
の
母
親
の
喫
煙
割
合
（
都
道
府
県
別
）

３
歳

N
=6

9
4

,1
4

7

１
歳
６
か
月

N
=6

8
5

,3
9

7

３
，
４
か
月

N
=6

5
5

,0
8

9

妊
娠
中

N
=6

5
5

,0
3

0

妊
婦

及
び
育

児
中

の
母

親
の

喫
煙

割
合

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

現
状

値
目

標
値

妊
娠

及
び
育

児
中

の
母

親
の

喫
煙

割
合

は
減

少
傾

向
だ
が

、
子

ど
も
の

月
齢

が
上

が
る
こ
と
に
喫

煙
割

合
が

増
え
る
傾

向
が

み
ら
れ

る
。
ま
た
、
都

道
府

県
別

に
は

、
地

域
格

差
が

み
ら
れ

る
。

妊
娠

中

育
児

中

０
％

４
．
０
％

３
．
８
％

８
．
１
％

２
．
９
％

６
．
６
％

３
，
４
か

月
：
４
．
０
％

１
歳

６
か
月

：
７
．
２
％

３
歳

：
８
．
７
％

出
典

母
子

保
健

課
調

べ
市

町
村

の
乳

幼
児

健
診

問
診

に
て
調

査
を
実

施
（
平

成
2

8
年

度
）

「
健

や
か

親
子

２
１
（
第

２
次

）
」
指

標
の

現
状

①
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妊
娠

・
出

産
に
つ
い
て
満

足
し
て
い
る
者

の
割

合

出
典

母
子

保
健

課
調

べ
市

町
村

の
乳

幼
児

健
診

問
診

に
て
調

査
を
実

施

平
成

2
7
年

度
と
比

較
し
て
増

加
傾

向
で
あ
る
も
の

の
、
都

道
府

県
別

に
は

地
域

差
が

み
ら
れ

る
。

平
成

２
８
年

度
都

道
府

県
別

デ
ー
タ
を
も
と
に
作

成

〜
8
0
％
未
満

8
0
％
以
上
〜
8
5
％
未
満

8
5
％
以
上
〜
9
0
％
未
満

9
0
％
以
上
〜

※
島
根
県
は
回
答
者
数
が
少
な
か
っ
た
た
め
非
表
示
と
し
た
。

平
成

2
7
年

度
平

成
2

8
年

度

7
9

.8
%

8
1

.1
%

N
=6

4
7

,6
9

2

「
健

や
か

親
子

２
１
（
第

２
次

）
」
指

標
の

現
状

②
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0
.8

%
1

.3
%

2
.1

%
0

.1
%

5
.7

%

0
.4

%
0

.2
%

2
.2

%

6
.0

%

1
.1

%
0

.1
%

1
7

.9
%

0
.6

%
0

.2
%

5
.1

%

1
0

.8
%

1
.5

%
0

.1
%

３
・
４
か

月
１
歳

６
か

月
３
歳

子
ど
も
を
虐

待
し
て
い
る
と
思

わ
れ

る
親

の
割

合
※

項
目

別
に
比

較
す
る
と
、
「
感

情
的

な
言

葉
で
怒

鳴
っ
た
」
が

最
も
多

く
、
次

い
で
「
感

情
的

に
叩

い
た
」
、
「
し
つ
け
の

し
過

ぎ
が

あ
っ
た
」
で
あ
る
。
ま
た
、
月

齢
が

大
き
く
な
る
に
つ
れ

、
割

合
が

高
く
な
る
傾

向
が

あ
る
。

※
市
町
村
の
実
施
す
る
乳
幼
児
健
診
問
診
に
て
「
し
つ
け
の
し
過
ぎ
が
あ
っ
た
」
、
「
感
情
的
に
叩
い
た
」
、
「
乳
幼
児
だ
け
を
家
に
残
し
て
外
出
し
た
」
、

「
長
期
間
食
事
を
与
え
な
か
っ
た
」
、
「
感
情
的
な
言
葉
で
怒
鳴
っ
た
」
、
「
子
ど
も
の
口
を
ふ
さ
い
だ
」
（
※
）
、
「
子
ど
も
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
っ
た
」
（
※
）
の
い

ず
れ
か
１
つ
で
も
回
答
し
た
割
合
で
あ
る
こ
と
に
留
意

（
※

）
３
歳

児
で
は

調
査

し
て
い
な
い
項

目

出
典

母
子

保
健

課
調

べ
市

町
村

の
乳

幼
児

健
診

問
診

に
て
調

査
を
実

施

3
6

.9
%

N
=5

9
9

,7
9

4
N

=6
4

1
,9

2
1

N
=6

4
1

,1
5

6

平
成

２
８
年

度

「
健

や
か

親
子

２
１
（
第

２
次

）
」
指

標
の

現
状

③
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0
.0

1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

5
0
.0

6
0
.0

7
0
.0

8
0
.0

9
0
.0

1
0
0
.0

全 国
北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

（
％
）乳
幼

児
健
康
診
査
事
業
を
評
価
す
る
体
制
が
あ
る
市
区
町
村
の
割
合
（
都
道
府
県
別
）

母
子

保
健

計
画

に
お
い
て
、
乳

幼
児

健
康

診
査

に
関

す
る
目

標
値

や
指

標
を
定

め
た
評

価
を
し
て
い
る
。

支
援

の
必

要
な
対

象
者

の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
状

況
に
つ
い
て
、
他

機
関

と
情

報
共

有
し
て
評

価
し
て
い
る
。

疾
病

の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
項

目
に
対

す
る
精

度
管

理
を
実

施
し
て
い
る
。

上
記

３
つ
す
べ

て
を
行

っ
て
い
る
。

乳
幼

児
健

康
診

査
事

業
を
評

価
す
る
体

制
が

あ
る
市

区
町

村
の

割
合

出
典

母
子

保
健

課
調

べ
（
平

成
2

8
年

度
）

1
,7

4
1
市

区
町

村

「
健

や
か

親
子

２
１
（
第

２
次

）
」
指

標
の

現
状

④
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市
町

村
の
ハ
イ
リ
ス
ク
児
の
早
期
訪
問
体
制
構
築
等
に
対
す
る
支
援
を
し
て
い
る
県
型
保

健
所
の
割
合

（
都

道
府
県
別
）

市
町

村
の

ハ
イ
リ
ス
ク
児

の
早

期
訪

問
体

制
構

築
等

に
対

す
る
支

援
を
し
て
い
る

県
型

保
健

所
の

割
合

出
典

母
子

保
健

課
調

べ
（
平

成
2

8
年

度
）

3
6

8
県

型
保

健
所

「
健

や
か

親
子

２
１
（
第

２
次

）
」
指

標
の

現
状

⑤

〜
2
0
.0
％
未
満

2
0
.0
％
以
上
〜
5
7
.1
％
未
満

5
7
.1
％
以
上
〜
1
0
0
.0
％
未
満

1
0
0
.0
％
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健
や
か
親

子
２
１
全

国
大

会
に
つ
い
て

年
度

開
催
日

開
催
都
道
府
県

H
2
7
年
度

1
0
⽉
７
⽇
（
⽔
）
〜
９
⽇
（
⾦
）

神
奈
川
県

H
2
8
年
度

1
0
⽉
３
⽇
（
⽉
）
〜
５
⽇
（
⽔
）

岡
山
県

H
2
9
年
度

1
0
月
2
5
⽇
（
⽔
）
〜
2
7
⽇
（
⾦
）

宮
崎
県

H
3
0
年
度

1
1
⽉
７
⽇
（
⽔
）
〜
９
⽇
（
⾦
）
（
予
定
）

三
重
県
（
予
定
）

H
3
1
年
度

未
定

千
葉
県
（
予
定
）

す
べ
て
の
⼦
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
全
国
か
ら
⺟
⼦
保
健
事
業
及
び
家
族
計
画
関

係
者
多
数
の
参
加
を
求
め
、
⺟
⼦
保
健
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
討
議
に
よ
り
「
健
や
か
親
⼦
２
１
」
の

推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
推
進
に
功
績
の
あ
っ
た
個
人
及
び
団
体
を
表
彰
し
、
も
っ
て
、
我
が
国
の
⺟

子
保
健
事
業
及
び
家
族
計
画
事
業
の
一
層
の
推
進
を
図
る
。

＜
最
近
の
開
催
状
況
＞

（
参
考
）
平
成
2
9
年
度
宮
崎
⼤
会
の
開
催
状
況

参
加
者
延
べ
約
1
8
0
0
名

○
表
彰

厚
生
労
働
大
臣
表
彰

6
8
人
、
２
団
体

恩
賜
財
団
⺟
⼦
愛
育
会
会
⻑
表
彰

4
5
人
、
２
団
体

⽇
本
家
族
計
画
協
会
会
⻑
表
彰

4
4
人
、
３
団
体

⺟
⼦
保
健
推
進
会
議
会
⻑
表
彰

5
9
人
、
５
団
体

○
特
別
講
演
「
す
べ
て
の
親
⼦
に
ハ
ピ
ネ
ス
を
〜
私
た
ち
が
す
べ
き
こ
と
〜
」

福
島
⽂
⼆
郎
⽒
（
Ｊ
Ｓ
パ
ー
ト
ナ
ー
代
表
取
締
役
）

○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
思
春
期
か
ら
の
⽣
涯
を
通
じ
た
⼥
性
の
健
康
⽀
援
〜
健
や
か
な
妊
娠
・
出
産
の
た
め
に
〜
」

座
⻑

濱
田
政
雄
氏
、
基
調
講
演

谷
口
久
枝
氏
、
ほ
か
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
３
名

○
そ
の
他
、
主
催
団
体
に
よ
る
併
設
集
会
の
開
催
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「
健
康
寿
命
を
の
ば
そ
う
！
ア
ワ
ー
ド
（
⺟
⼦
保
健
分
野
）
」
に
つ
い
て

「
健
康
寿
命
を
の
ば
そ
う
！
ア
ワ
ー
ド
（
⺟
⼦
保
健
分
野
）
」
に
つ
い
て

平
成

2
7
年

度
よ
り
、
母

子
の

幸
せ

で
健

康
な
暮

ら
し
を
支

援
す
る
た
め
の

優
れ

た
取

組
を
行

う
企

業
・
団

体
・

自
治

体
を
表

彰
し
、
こ
れ
を
広
く
国
民
に
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
す
こ
や
か
な
暮
ら
し
を
支
え

る
良
好
な
社
会
環
境
の
構
築
を
推
進
。

第
６
回
「
健
康
寿
命
を
の
ば
そ
う
！
ア
ワ
ー
ド
（
⺟
⼦
保
健
分
野
）
」

応
募

期
間

：
平

成
2
9
年

７
月

3
日

（
月

）
～

８
月

3
1
日

（
木

）
表

彰
式

：
平

成
2
9
年

1
1
月

1
3
日

（
月

）
応

募
対

象
：
す
べ

て
の

子
ど
も
が

健
や

か
に
育

つ
社

会
の

実
現

に
向

け
、
母

子
の

健
康

増
進

を
目

的
と
す
る
優
れ

た
取

組
を
行

っ
て
い
る
企

業
・
団

体
・
自

治
体

詳
細
は
、
特
設
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
→

h
tt
p
:/
/
su
ko
ya
ka
2
1
.jp
/
ke
n
ko
u
-
aw

ar
d
2
0
1
7

応
募
数
：

企
業
部
門

1
8
件

団
体
部
門

6
2
件

自
治
体
部
門

1
3
件

合
計

9
3
件

【
厚

生
労

働
大

臣
最

優
秀

賞
】
（
１
件
）

親
＆

子
ど
も
の

サ
ポ
ー
ト
を
考

え
る
会

「
精

神
に
障

が
い
の

あ
る
親

と
暮

ら
す
子

ど
も
を
支

え
る
取

り
組

み
」

【
厚

生
労

働
大

臣
優

秀
賞

】
（
３
件
）

＜
企
業
部
門
＞

（
株
）

K
id

s
P

u
b

lic
「
ス
マ
ホ
で
小
児
科
医
に
相
談
『
小
児
科
オ
ン
ラ
イ
ン
』
事
業
」

＜
団
体
部
門
＞

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

ウ
イ
ズ
ア
イ

「
『
２
４
時
間
受
け
入
れ
・
緊
急
一
時
預
か
り
保
育
』
の
低
価
格
で
の
実
施
」

＜
自
治
体
部
門
＞
名
張
市
（
三
重
県
）
「
名
張
版
ネ
ウ
ボ
ラ
の
推
進
」

こ
の

他
、
子

ど
も
家

庭
局

長
賞

８
件

（
企

業
部

門
２
件

、
団

体
部

門
５
件

、
自

治
体

部
門

１
件

）
。
取

組
の

概
要

に
つ
い
て
は

下
記

Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参

照
く
だ
さ
い
。

※
取

組
概

要
：

h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

h
lw

.g
o

.jp
/s

tf
/h

o
u

d
o

u
/0

0
0

0
1

8
5

2
1

5
.h

tm
l

第
６
回
受
賞
取
組
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不
妊

に
悩

む
方

へ
の

特
定

治
療

支
援

事
業

に
つ
い
て

○
要

旨
不

妊
治

療
の

経
済

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
た

め
、

高
額

な
医

療
費

が
か

か
る

、
配

偶
者

間
の

不
妊

治
療

に
要

す
る

費
用

の
一

部
を

助
成

○
対

象
治

療
法

体
外

受
精

及
び

顕
微

授
精

（
以

下
「

特
定

不
妊

治
療

」
と

い
う

。
）

○
対

象
者

特
定

不
妊

治
療

以
外

の
治

療
法

に
よ

っ
て

は
妊

娠
の

見
込

み
が

な
い

か
、

又
は

極
め

て
少

な
い

と
医

師
に

診
断

さ
れ

た
法

律
上

の
婚

姻
を

し
て

い
る

夫
婦

（
治

療
期

間
の

初
日

に
お

け
る

妻
の

年
齢

が
４

３
歳

未
満

で
あ

る
夫

婦
）

○
給

付
の

内
容

①
１

回
１

５
万

円
（

初
回

の
治

療
に

限
り

３
０

万
円

ま
で

助
成

）
通

算
回

数
は

、
初

め
て

助
成

を
受

け
た

際
の

治
療

期
間

の
初

日
に

お
け

る
妻

の
年

齢
が

、
４

０
歳

未
満

で
あ

る
と

き
は

通
算

６
回

ま
で

、
４

０
歳

以
上

４
３

歳
未

満
で

あ
る

と
き

は
通

算
３

回
ま

で
助

成

（
凍

結
胚

移
植

（
採

卵
を

伴
わ

な
い

も
の

）
及

び
採

卵
し

た
が

卵
が

得
ら

れ
な

い
等

の
た

め
中

止
し

た
も

の
つ

い
て

は
、

１
回

７
.
５

万
円

）

②
男

性
不

妊
治

療
を

行
っ

た
場

合
は

１
５

万
円

（
精

子
を

精
巣

又
は

精
巣

上
体

か
ら

採
取

す
る

た
め

の
手

術
）

○
所

得
制

限
７

３
０

万
円

（
夫

婦
合

算
の

所
得

ベ
ー

ス
）

○
指

定
医

療
機

関
事

業
実

施
主

体
に

お
い

て
医

療
機

関
を

指
定

○
実

施
主

体
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

○
補

助
率

１
／

２
（

負
担

割
合

：
国

１
／

２
、

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
１

／
２

）
○

予
算

額
平

成
３

０
年

度
予

算
案

１
６

３
億

円
（

平
成

２
９

年
度

予
算

１
６

０
億

円
）

平
成

１
６

年
度

創
設

１
年

度
あ

た
り

給
付

額
10
万

円
、

通
算

助
成

期
間

２
年

間
と

し
て

制
度

開
始

平
成

１
８

年
度

通
算

助
成

期
間

を
２

年
間

→
５

年
間

に
延

長
平

成
１

９
年

度
給

付
額

を
１

年
度

あ
た

り
１

回
10
万

円
・

２
回

に
拡

充
、

所
得

制
限

を
65

0万
円

→
73

0万
円

に
引

き
上

げ
平

成
２

１
年

度
補

正
給

付
額

１
回

10
万

円
→

15
万

円
に

拡
充

平
成

２
３

年
度

１
年

度
目

を
年

２
回

→
３

回
に

拡
充

、
通

算
10
回

ま
で

助
成

平
成

２
５

年
度

凍
結

胚
移

植
(採

卵
を

伴
わ

な
い

も
の

)等
の

給
付

額
を

見
直

し
（

15
万

円
→

7.
5
万

円
）

平
成

２
５

年
度

補
正

安
心

こ
ど

も
基

金
に

よ
り

実
施

平
成

２
６

年
度

妻
の
年

齢
が

40
歳

未
満

の
新

規
助

成
対

象
者

の
場

合
は

、
通

算
６

回
ま

で
助

成
（

年
間

助
成

回
数

・
通

算
助

成
期

間
の

制
限

廃
止

）
※

平
成

25
年

度
の

有
識

者
検

討
会

の
報

告
書

に
お

け
る

医
学

的
知

見
等

を
踏

ま
え

た
見

直
し

（
完

全
施

行
は

平
成

28
年

度
）

平
成

２
７

年
度

安
心

こ
ど

も
基

金
に

よ
る

実
施

を
廃

止
し

、
当

初
予

算
に

計
上

平
成

２
７

年
度

補
正

初
回

治
療

の
助

成
額

を
15
万

→
30
万

円
に

拡
充

男
性

不
妊

治
療

を
行

っ
た

場
合

、
15
万

円
を

助
成

平
成

２
８

年
度

妻
の
年

齢
が

43
歳

以
上

の
場

合
、

助
成

対
象

外
。

妻
の

年
齢

が
40
歳

未
満

の
場

合
は

通
算

６
回

ま
で

、
40
歳
以

上
43
歳

未
満

の
場

合
は

通
算

３
回

ま
で

助
成

（
年

間
助

成
回

数
・

通
算

助
成

期
間

の
制

限
廃

止
）

平
成

１
６

年
度

１
７

，
６

５
７

件
平

成
１

７
年

度
２

５
，

９
８

７
件

平
成

１
８

年
度

３
１

，
０

４
８

件
平

成
１

９
年

度
６

０
，

５
３

６
件

平
成

２
０

年
度

７
２

，
０

２
９

件
平

成
２

１
年

度
８

４
，

３
９

５
件

平
成

２
２

年
度

９
６

，
４

５
８

件
平

成
２

３
年

度
１

１
２

，
６

４
２

件
平

成
２

４
年

度
１

３
４

，
９

４
３

件
平

成
２

５
年

度
１

４
８

，
６

５
９

件
平

成
２

６
年

度
１

５
２

，
３

２
０

件
平

成
２

７
年

度
１

６
０

，
７

３
３

件
平

成
２

８
年

度
１

４
１

，
８

９
０

件

１
．
事
業
の
概
要

２
．
沿

革
３
．
支
給
実
績
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不
妊

専
門

相
談

セ
ン
タ
ー
事

業

○
対

象
者

・
・
・

不
妊
や
不
育
症
に
つ
い
て
悩

む
夫
婦
等

○
事

業
内

容

（
１
）
夫
婦
の
健
康
状
況
に
的
確
に
応
じ
た
不
妊
に
関
す
る
相
談
指
導

（
２
）
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応

（
３
）
不
妊
治
療
に
関
す
る
情
報
提
供

（
４
）
不
妊
相
談
を
行
う
専
門
相
談
員
の
研
修

○
実

施
担

当
者

・
・
・

不
妊
治
療
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
医
師
、
そ
の
他
社
会
福
祉
、
心
理
に
関
し
て
知
識
を
有
す
る
者
等

○
実

施
場

所
（
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
）

全
国
６
６
か
所
（
平
成

2
9
年

7
月

1
日
時
点
）

※
自
治
体
単
独
（

3
か
所
）
含
む

主
に
大

学
・
大

学
病

院
・
公

立
病

院
２
３
か

所
（
３
４
％

）
、
保

健
所

１
９
か

所
（２

８
％

）
に
お
い
て
実

施
。

「
ニ
ッ
ポ
ン
一

億
総

活
躍

プ
ラ
ン
」
（
平

成
2

8
年

6
月

2
日

閣
議

決
定

）
不

妊
専

門
相

談
セ
ン
タ
ー
を
平

成
3

1
年

度
（

2
0

1
9
年

度
）
ま
で
に
全

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・
中

核
市

に
配

置

○
予

算
額

等

平
成
３
０
年
度
予
算
案

１
７
４
百
万
円
（
基
準
額

4
7

4
,5

0
0
円
×
実
施
月
数
）
（
補
助
率

国
1

/2
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

1
/2
）

○
相

談
実

績

平
成
２
８
年
度
：
２
２
，
３
４
７
件

（
内
訳
：
電
話
１
１

,６
６
１
件

、
面
接
７

,６
７
３
件
、
メ
ー
ル

１
,１
３
２
件
、
そ
の

他
１

,８
８
１
件
）

（
電

話
相

談
）

医
師

１
４
％

、
助

産
師

４
５
％

、
保

健
師

２
５
％

、
そ
の

他
（
心

理
職

な
ど
）
１
５
％

（
面

接
相

談
）

医
師

４
０
％

、
助

産
師

２
７
％

、
保

健
師

１
４
％

、
そ
の

他
（
心

理
職

な
ど
）
１

9
％

（
メ
ー
ル

相
談

）
医

師
２
３
％

、
助

産
師

３
７
％

、
保

健
師

２
８
％

、
そ
の

他
（
心

理
職

な
ど
）
１
２
％

（
相

談
内

容
）

・
費

用
や

助
成

制
度

に
関

す
る
こ
と
（
９
，
７
２
０
件

）
・
不

妊
症

の
検

査
・
治

療
（
５
，
４
９
１
件

）
・
不

妊
の

原
因

（
１
，
２
２
８
件

）

・
不

妊
治

療
を
実

施
し
て
い
る
医

療
機

関
の

情
報

（
１
，
４
０
１
件

）
・
家

族
に
関

す
る
こ
と
（
１
，
２
６
７
件

）
・
不

育
症

に
関

す
る
こ
と
（
５
３
５
件

）

・
主

治
医

や
医

療
機

関
に
対

す
る
不

満
（
６
２
６
件

）
・
世

間
の

偏
見

や
無

理
解

に
よ
る
不

満
（
４
４
０
件

）

○
事

業
の

目
的

不
妊
や
不
育
症
の
課
題
に
対
応

す
る
た
め
の

適
切
な
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
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○
妊

娠
期

か
ら
子

育
て
期

に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
た
め
に
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
保
健
師
等
を
配
置
し
て
、

「
母

子
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
と

「
子

育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
」
を
一

体
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
き
め
細

か
な
相
談
支
援
等
を
行
う
。

○
母
子
保
健
法
を
改
正
し
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
法
定
化
（２

０
１
７
年
４
月
１
日
施
行
）（
法
律
上
は
「母

子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」）
。

➢
実
施
市
町
村
数
：５

２
５
市
区
町
村
（１

，
１
０
６
か
所
）（
平
成
29
年
4月

1日
現
在
）

➢
２
０
２
０
年
度
末
ま
で
に
全
国
展
開
を
目
指
す
。

※
各
市
区
町
村
が
実
情
に
応
じ
て
必
要
な
箇
所
数
や
管
轄
区
域
を
判
断
し
て
設
置
。

保
健
所

児
童
相
談
所

子
育
て
支
援
機
関

医
療
機
関

（
産

科
医

、
小

児
科

医
等

）

①
妊

産
婦

等
の

支
援

に
必

要
な
実

情
の

把
握

②
妊

娠
・
出

産
・
育

児
に
関

す
る
相

談
に
応

じ
、
必

要
な
情

報
提

供
・
助

言
・
保

健
指

導

③
支

援
プ
ラ
ン
の

策
定

④
保

健
医

療
又

は
福

祉
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

※
医

師
、
歯

科
医

師
、
栄

養
士

・
管

理
栄

養
士

、
歯

科
衛

生
士

、
理

学
療

法
士

、
心

理
職

な
ど
の

専
門

職
の

配
置

・
連

携
も
想

定
さ
れ

る
。

子
育

て
世

代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

妊
産
婦
等
を
支
え
る
地
域
の
包
括
支
援
体
制
の
構
築

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

民
間
機
関

妊
娠

前
妊

娠
期

出
産

産
後

育
児

妊
婦
健
診

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

子
育
て
支
援
策

・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
等

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

・
里
親

・
乳
児
院

・
養
子
縁
組

・
そ
の
他
子
育
て
支
援
策

両
親
学
級
等

妊
娠

に
関

す
る

普
及

啓
発

不
妊
相
談

乳
幼
児
健
診

予
防
接
種

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

産
後
ケ
ア
事
業

近
隣
住
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
サ
ー
ビ
ス

養
育
支
援
訪
問
事
業

利
用
者
支
援
実
施
施
設

地
域
の
関
係
団
体

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

看
護
師

助
産
師

保
健
師

産
婦
健
診

サ ー ビ ス （ 現 業 部 門 ）マ ネ ジ メ ン ト （ 必 須 ）

母
子

保
健

支
援

子
育

て
支

援

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
の

全
国

展
開
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〇
既

存
の

体
制

〇
子

育
て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
の

開
始

後

・
関
係
機
関
は
多
い
が
、
個
別
の
対

応
と
な
っ
て
い
る
。

・
必
要
な
支
援
が
、
必
ず
し
も
切
れ

目
な
く
提
供

で
き
て
い
な
い
。

・
関
係
機
関
の
連
絡
調
整

・
全
て
の
妊
産
婦
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
必
要
な
支
援
を

切
れ
目
な
く
提
供
。

市
町

村
保

健
セ
ン
タ
ー

N
P

O
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

こ
ど
も
園

保
育
所

幼
稚
園

子
育
て

支
援
機
関

都
道
府
県

保
健
所

医
療
機
関

分
娩
施
設

児
童

相
談
所

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー

N
P

O
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

子
育
て

支
援
機
関

医
療
機
関

分
娩
施
設

市
町
村
保
健

セ
ン
タ
ー

学
校

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
の

イ
メ
ー
ジ

都
道
府
県

保
健
所

こ
ど
も
園

保
育
所

幼
稚
園

公
民
館

児
童

相
談
所

公
民
館

学
校

継
続

的
把

握
相

談
・
情

報
提

供
・
助

言
支

援
プ
ラ
ン
の

策
定
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出
典

母
子

保
健

課
調

べ
平

成
2

9
年

４
月

１
日

現
在

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
都

道
府

県
別

設
置

割
合

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
都

道
府

県
別

設
置

割
合

○
全
国
１
，
７
４
１
市
区
町
村
の
内
、
実
施
市
区
町
村
数
は
５
２
５
市
区
町
村
（１

，
１
０
６
か
所
）に

留
ま
る

➢
２
０
２
０
年
度
末
ま
で
に
全
国
展
開
を
目
指
す

＊
算

出
方

法
：
各

都
道

府
県

の
実

施
市

区
町

村
数

/各
都

道
府

県
の

市
区

町
村

数

＜
平

成
2

8
年

４
月

１
日

現
在

＞
＜

平
成

2
9
年

４
月

１
日

現
在

＞

2
9

6
市

区
町

村
(7

2
0
か

所
)

5
2

5
市

区
町

村
(1

,1
0

6
か

所
)
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子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開

（
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
に
つ
い
て
）

妊
娠

期
か

ら
子

育
て
期

に
わ

た
る
切

れ
目

の
な
い
支

援
を
提

供
す
る
子

育
て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
の

全
国

展
開

に
向

け
て
設

置
促

進
を
図

る
た
め
、

同
セ
ン
タ
ー
を
立

ち
上

げ
る
た
め
の

準
備

員
の

雇
上

費
や

協
議

会
の

開
催

経
費

等
の

補
助

を
行

う
。

ま
た
、
同

セ
ン
タ
ー
の

拡
充

に
伴

い
、
「
産

前
・
産

後
サ

ポ
ー
ト
事

業
」
や

「
産

後
ケ
ア
事

業
」に

つ
い
て
も
、
妊

産
婦

等
を
支

え
る
た
め
の

総
合

的
な
支

援
体

制
の

構
築

を
図

る
た
め
一

体
的

に
拡

充
す
る
。

要
求

要
旨

要
求

内
容

事
業

内
容

【
2
9
年
度
予
算
】

【
3
0
年
度
予
算
案
】

2
4
0
か
所

→
4
0
0
か
所

2
4
0
か
所

→
5
2
0
か
所

1
0
2
か
所

→
4
7
か
所

1
5
0
か
所

→
2
0
0
か
所

4
7
都
道
府
県

→
4
7
都
道
府
県

妊
娠

･出
産

包
括

支
援

事
業

①
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

（
子

育
て

経
験

者
等

に
よ

る
相

談
支

援
等

）

②
産

後
ケ

ア
事

業
（

母
子

へ
の

心
身

の
ケ
ア
や

育
児

サ
ポ
ー
ト
等

）

③
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

緊
急

整
備

事
業

（
①

及
び

②
の

修
繕

費
）

④
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

開
設

準
備

事
業

（
立

ち
上

げ
準

備
経

費
）

⑤
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

推
進

事
業

（
都

道
府

県
に

よ
る

研
修

の
実

施
等

）
①

、
②

に
つ

い
て

は
人

口
規

模
に

応
じ

た
基

準
額

を
設

定

実
施

主
体

：
市

町
村

（
⑤

は
都

道
府

県
）
、

補
助

率
：

１
／

２

平
成

29
年

度
予

算
：

37
.8
億

円
→

平
成

30
年

度
予

算
案

：
36

.3
億

円

子
育

て
世

代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
事
業

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
立
ち
上
げ
を
支
援

し
、
同
セ
ン
タ
ー
の
設
置
促
進
を
図
る
。

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー

①
妊

産
婦

等
の

支
援

に
必

要
な
実

情
の

把
握

③
保

健
医

療
又

は
福

祉
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

②
妊

娠
･出

産
･育

児
に
関

す
る
相

談
、
必

要
な
情

報
提

供
・
助

言
・
保

健
指

導
④

支
援

プ
ラ
ン
の

策
定

（
参

考
）
子

育
て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
の

運
営

費
に
つ
い
て

利
用

者
支

援
事

業
実

施
主

体
：

市
町

村
、

負
担

割
合

：
国

１
／

３
、

都
道

府
県

１
／

３
、

市
町

村
１

／
３

※
内

閣
府

予
算

に
計

上
（
子

ど
も
及
び
そ
の

保
護

者
等

の
身

近
な
場

所
で
、
教

育
・
保

育
・
保

健
そ
の

他
の

子
育

て
支

援
の

情
報

提
供

及
び
必

要
に
応

じ
相

談
・
助

言
等

を
実

施
す
る
事

業
）

【
妊

娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
実
施
】

妊
娠

前
妊

娠
期

出
産

産
後

育
児

産
後

ケ
ア
事
業

産
婦
の
心
身
の
不
調
や
産
後
う
つ
等
を
防
ぐ
た
め
、

母
子
へ
の
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
を
行
う
。

妊
婦

健
診

乳 児 家 庭

全 戸 訪 問

事 業

子
育

て
支

援
策

・
保

育
所

・
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
事

業
・
里

親
・
乳

児
院

・
そ
の

他
子

育
て
支

援
策

両
親

学
級

等

妊
娠

に
関

す
る

普
及

啓
発

不
妊

相
談

産
前

・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

助
産
師
等
の
専
門
家
や
、
シ
ニ
ア
世
代
が
話
し
相
手
と
な
る
相
談
支
援
に
よ
り
、
妊
産
婦
の
孤
立
感
の
解
消
を
図
る
。

産
婦

健
診

乳
幼

児
健

診
養

子
縁

組
0

資料８
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○
妊
産
婦
等
が
抱
え
る
妊
娠
・
出
産
や
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
等
に
つ
い
て
、
助
産
師
等
の
専
門
家
又
は
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
等
の

相
談
し
や
す
い
「
話
し
相
手
」
等
に
よ
る
相
談
支
援
を
行
い
、
家
庭
や
地
域
で
の
妊
産
婦
等
の
孤
立
感
を
解
消
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
事
業
の
内
容

①
利
用
者
の
悩
み
相
談
対
応
や
サ
ポ
ー
ト

②
産
前
・
産
後
の
心
身
の
不
調
に
関
す
る
相
談
支
援

③
妊
産
婦
等
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
者
の
募
集

④
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等
に
対
し
て
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
に
必
要
な
知
識
を
付
与
す
る
講
習
会
の
開
催

⑤
母
子
保
健
関
係
機
関
、
関
係
事
業
と
の
連
絡
調
整

○
実
施
方
法
・
実
施
場
所
等

①
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）
型
」
・
・
・
実
施
担
当
者
が
利
用
者
の
自
宅
に
赴
く
等

に
よ
り
、
個
別
に
相
談
に
対
応

②
「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
参
加
）
型
」
・
・
・
・
・
・
・
公
共
施
設
等
を
活
用
し
、
集
団
形
式
に
よ
り
、
同
じ
悩
み
等
を
有
す
る
利
用
者
か
ら
の
相
談
に
対
応

○
実
施
担
当
者

(1
)助

産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師

(2
)子

育
て
経
験
者
、
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等

（
事

業
内

容
②

の
産

前
・
産

後
の

心
身

の
不

調
に
関

す
る
相

談
支

援
は

、
(1
)に

掲
げ
る
専
門

職
を
担

当
者

と
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
）

○
予
算
額
等

３
０
年
度
予
算
案

７
４
６
百
万
円

（
3
0
’
基

準
額

人
口

1
0
～

3
0
万

人
の

市
町

村
の

場
合

1
1
,7
2
9
千

円
）
（
補

助
率

国
1
/
2
、
市

町
村

1
/
2
）

（
平

成
２
６
年

度
よ
り
、
妊

娠
・
出

産
包

括
支

援
モ
デ
ル

事
業

の
一

部
と
し
て
事

業
開

始
。
平

成
２
８
年
度

は
１
８
２
市

町
村

に
お
い
て
実

施
）

○
身
近
に
相
談
で
き
る
者
が
い
な
い
な
ど
、
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
る
妊
産
婦
及
び
そ
の
家
族
。

対
象

者

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
事

業
目

的
等

事
業

の
概

要

○
市
町
村

（
本

事
業

の
趣

旨
を
理

解
し
、
適

切
な
実

施
が

期
待

で
き
る
団

体
等

に
事

業
の

全
部

又
は

一
部

を
委

託
す
る
こ
と
が

で
き
る
）

実
施

主
体

資料９
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○
事
業
内
容

退
院
直
後
の
母
子
に
対
し
て
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
等
き
め
細
か
い
支
援
を
実
施
す
る
。
（
利
用
期
間
は
原
則
７
日
以
内
）

原
則
と
し
て
①
及
び
②
を
実
施
、
必
要
に
応
じ
て
③
か
ら
⑤
を
実
施
。

①
褥

婦
及

び
新

生
児

に
対

す
る
保

健
指

導
及

び
授

乳
指

導
（
乳

房
マ
ッ
サ

ー
ジ
を
含

む
）

②
褥

婦
に
対

す
る
療

養
上

の
世

話
④

褥
婦

及
び
産

婦
に
対

す
る
心

理
的

ケ
ア
や

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

③
産

婦
及

び
乳

児
に
対

す
る
保

健
指

導
⑤

育
児

に
関

す
る
指

導
や

育
児

サ
ポ
ー
ト
等

○
実
施
方
法
・
実
施
場
所
等

(1
)「
宿
泊
型
」

・
・
・
病
院
、
助
産
所
等
の
空
き
ベ
ッ
ド
の
活
用
等
に
よ
り
、
宿
泊
に
よ
る
休
養
の
機
会
の
提
供
等
を
実
施
。

（
原

則
と
し
て
、
利

用
者

の
居

室
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
室

、
乳

児
保

育
等

を
有

す
る
施

設
）

(2
)「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
型
」

・
・
・
個
別
・
集
団
で
支
援
を
行
え
る
施
設
に
お
い
て
、
日
中
、
来
所
し
た
利
用
者
に
対
し
実
施
。

(3
)「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
」

・
・
・
実
施
担
当
者
が
利
用
者
の
自
宅
に
赴
き
実
施
。

○
実
施
担
当
者

事
業
内
容
に
応
じ
て
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
等
の
担
当
者
を
配
置
。

（
宿

泊
型

を
行

う
場

合
に
は

、
２
４
時

間
体

制
で
１
名

以
上

の
助

産
師

、
保

健
師

又
は

看
護

師
の

配
置

が
条

件
）

○
予
算
額
等

３
０
年
度
予
算
案

２
，
３
８
７
百
万
円

（
3
0
‘
基

準
額

人
口

1
0
～

3
0
万

人
の

市
町

村
の

場
合

2
4
,2
8
0
千

円
）
（
補

助
率

国
1
/
2
、
市

町
村

1
/
2
）

（
利

用
料

に
つ
い
て
は

、
市

町
村

が
利

用
者

の
所

得
等

に
応

じ
て
徴

収
）

（
平

成
２
６
年

度
は

、
妊

娠
・
出

産
包

括
支

援
モ
デ
ル

事
業

の
一

部
と
し
て
事

業
開

始
。
平

成
２
８
年

度
は

１
７
９
市

町
村

に
お
い
て
実

施
）

○
家
族
等
か
ら
十
分
な
家
事
及
び
育
児
な
ど
援
助
が
受
け
ら
れ
な
い
褥
婦
及
び
産
婦
並
び
に
そ
の
新
生
児
及
び
乳
児
で
あ
っ
て
、
次
の
(1
)又

は
(2
)に

該
当
す
る
者

(1
)産

後
に
心

身
の

不
調

又
は

育
児

不
安

等
が

あ
る
者

(2
)
そ
の

他
特

に
支

援
が

必
要

と
認

め
ら
れ

る
者

対
象

者

産
後

ケ
ア

事
業

に
つ

い
て

事
業

目
的

事
業

の
概

要

○
市
町
村

（
本

事
業

の
趣

旨
を
理

解
し
、
適

切
な
実

施
が

で
き
る
団

体
等

に
事

業
の

全
部

又
は

一
部

の
委

託
が

可
能

）

実
施

主
体

等

○
退
院
直
後
の
母
子
に
対
し
て
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
等
を
行
い
、
産
後
も
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
支
援
体
制
を
確
保
す
る
。
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産
婦
健
康
診
査
事
業
に
つ
い
て

産
後
う
つ
の
予
防
や
新
生
児
へ
の
虐
待
予
防
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
産
後
2
週
間
、
産
後
１
か
月
な
ど
出
産
後
間
も
な
い
時
期
の
産
婦
に
対
す

る
健
康
診
査
（
母
体
の
身
体
的
機
能
の
回
復
や
授
乳
状
況
及
び
精
神
状
態
の
把
握
等
）
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
産
婦
健
康
診
査
の
費
用
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
産
後
の
初
期
段
階
に
お
け
る
母
子
に
対
す
る
支
援
を
強
化
し
、
妊
娠
期
か
ら
子

育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制
を
整
備
す
る
。
【
平
成

2
9
年
度
創
設
】

要
旨

○
地
域
に
お
け
る
全
て
の
産
婦
を
対
象
に
、
産
婦
健
康
診
査
２
回
分
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
助
成
を
行
う
。

※
事

業
の

実
施

に
当

た
っ
て
は

以
下

の
３
点

を
要

件
と
す
る
。

（
１
）
産

婦
健

康
診

査
に
お
い
て
、
母

体
の

身
体

的
機

能
の

回
復

や
授

乳
状

況
及

び
精

神
状

態
の

把
握

等
を
実

施
す
る
こ
と
。

（
２
）
産

婦
健

康
診

査
の

結
果

が
健

診
実

施
機

関
か

ら
市

区
町

村
へ

速
や

か
に
報

告
さ
れ

る
よ
う
体

制
を
整

備
す
る
こ
と
。

（
３
）
産

婦
健

康
診

査
の

結
果

、
支

援
が

必
要

と
判

断
さ
れ

る
産

婦
に
対

し
て
、
産

後
ケ
ア
事

業
を
実

施
す
る
こ
と
。

○
予
算
額

平
成
3
0
年
度
予
算
案

１
，
０
７
３
百
万
円

（
基
準
額
：
１
回
当
た
り
5
,0
0
0
円
）

（
実
施
主
体
：
市
町
村
、
補
助
率
：
国
1
/
2
・
市
町
村
1
/
2
）

事
業

内
容

妊
娠

出
産

乳
児

１ 歳 ６ か 月 児 健 診

※

地 方 交 付 税 措 置

３ 歳 児 健 診

※

地 方 交 付 税 措 置

妊 娠 の 届 出 ・

母 子 健 康 手 帳 の 交 付

妊
婦
健
診
（
１
４
回
）

※
地
方
交
付
税
措
置

幼
児

産 婦 健 診

妊
娠

期
か

ら
子

育
て
期

に
わ

た
る
切

れ
目

の
な
い
支

援

２
回

分
を
助

成

乳
幼

児
健

診
（
３
～

４
か

月
児

健
診

な
ど
）

※
市
町
村
が
必
要
に
応
じ
実

施
（
地
方
交
付
税
措
置
）

産
後

ケ
ア
事

業

※
産

婦
の

心
身

の
不

調
や

産
後

う
つ
等

を
防

ぐ
た
め
、
母

子
へ

の
心

身
の

ケ
ア
や

育
児

サ
ポ
ー
ト
等

の
実

施

支
援

が
必

要
な
産

婦
の

把
握
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○
聴
覚
障
害
は
早
期
に
発
見
さ
れ
適
切
な
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
聴
覚
障
害
に
よ
る
音
声
言
語
発
達
等
へ
の
影
響
が
最
小
限
に

抑
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
聴
覚
障
害
の
早
期
発
見
・
早
期
療
育
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
協
議
会
の
設
置
や
、
研

修
会
の
実
施
、
普
及
啓
発
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
お
け
る
推
進
体
制
を
整
備
す
る
。
【
平
成

2
9
年
度
創
設
】

新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業
に
つ
い
て

○
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
行
政
機
関
、
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
医
師
会
・
患
者
会
等
の
関
係
機
関
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置
、

研
修
会
の
実
施
や
普
及
啓
発
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
の
推
進
体
制
の
整
備
を
図
る
。

事
業

内
容

要
旨

＜
都

道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
の
推
進
体
制
の
確
保
＞

○
医

療
機

関
や
教
育
機
関
な
ど
の
関
係
機
関
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置

○
医

療
機

関
従
事
者
等
に
対
す
る
研
修
会
の
実
施
や
新
生
児
聴
覚
検
査
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
等
に
よ
る
普
及
啓
発

○
県

内
に
お
け
る
事
業
実
施
の
た
め
の
手
引
書
の
作
成

な
ど

＜
予

算
額
＞

平
成

３
０
年

度
予
算
案

４
８
百

万
円

（
基

準
額
：

１
都

道
府

県
当
た
り
2
,0
6
5
千
円
）

（
実

施
主
体
：
都
道
府
県
、
補
助
率
：

国
1/

2・
都

道
府
県

1/
2）

都
道

府
県

※
新
生
児
聴
覚
検
査
･･
･新

生
児
期
に
お
い
て
、
先
天
性

の
聴
覚
障
害
の
発
見
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
聴
覚
検
査
。

＜
新

生
児
聴
覚
検
査
の
実
施
＞

○
新

生
児

聴
覚
検
査
に
対
す
る
公
費
助
成
の
実
施
（
※
地
方
交
付
税
措
置
）

○
新

生
児

訪
問
等
の
際
に
、
母
子
健
康
手
帳
を
活
用
し
、
新
生
児
聴
覚
検
査
の
実
施
状
況
の
把
握
及
び
要
支
援
児
や
保
護
者

に
対

す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

な
ど

市
町

村
支

援
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001 北 海 道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 12 1 20 179 7% 7% 1% 11%

002 青 森 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 0 2 40 8% 5% 0% 5%

003 岩 手 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 2 1 6 33 6% 6% 3% 18%

004 宮 城 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 1 0 7 35 14% 3% 0% 20%

005 秋 田 県 ○ ○ ○ ○ 1 0 0 3 25 4% 0% 0% 12%

006 山 形 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 6 0 18 35 34% 17% 0% 51%

007 福 島 県 ○ ○ (○) ○ ○ ○ ○ 7 33 3 9 59 12% 56% 5% 15%

008 茨 城 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 15 2 13 44 11% 34% 5% 30%

009 栃 木 県 ○ ○ ○ ○ ○ 4 5 4 13 25 16% 20% 16% 52%

010 群 馬 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 12 1 7 35 11% 34% 3% 20%

011 埼 玉 県 ○ (○) ○ ○ ○ 7 13 1 25 63 11% 21% 2% 40%

012 千 葉 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 15 2 15 54 13% 28% 4% 28%

013 東 京 都 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 16 0 29 62 21% 26% 0% 47%

014 神 奈 川 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 5 2 17 33 15% 15% 6% 52%

015 新 潟 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 6 2 7 30 17% 20% 7% 23%

016 富 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 9 2 9 15 40% 60% 13% 60%

017 石 川 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 5 3 7 19 21% 26% 16% 37%

018 福 井 県 ○ (○) ○ ○ ○ 5 5 2 7 17 29% 29% 12% 41%

019 山 梨 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 16 5 12 27 19% 59% 19% 44%

020 長 野 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 26 1 22 77 21% 34% 1% 29%

021 岐 阜 県 ○ ○ ○ ○ ○ 1 2 1 5 42 2% 5% 2% 12%

022 静 岡 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 12 0 18 35 37% 34% 0% 51%

023 愛 知 県 ○ ○ ○ ○ ○ 7 14 10 26 54 13% 26% 19% 48%

024 三 重 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 14 3 13 29 24% 48% 10% 45%

025 滋 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 11 1 15 19 68% 58% 5% 79%

026 京 都 府 ○ ○ ○ ○ 10 4 1 12 26 38% 15% 4% 46%

027 大 阪 府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27 16 4 19 43 63% 37% 9% 44%

028 兵 庫 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 19 4 29 41 39% 46% 10% 71%

029 奈 良 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 5 0 19 39 44% 13% 0% 49%

030 和 歌 山 県 ○ (○) ○ ○ ○ ○ 4 4 1 5 30 13% 13% 3% 17%

031 鳥 取 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 10 1 16 19 32% 53% 5% 84%

032 島 根 県 ○ ○ ○ ○ ○ 2 5 1 5 19 11% 26% 5% 26%

033 岡 山 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 8 0 11 27 19% 30% 0% 41%

034 広 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ 6 8 5 12 23 26% 35% 22% 52%

035 山 口 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 8 2 8 19 32% 42% 11% 42%

036 徳 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 1 1 24 13% 8% 4% 4%

037 香 川 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 4 0 5 17 12% 24% 0% 29%

038 愛 媛 県 ○ ○ ○ ○ 2 3 0 2 20 10% 15% 0% 10%

039 高 知 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 3 0 12 34 47% 9% 0% 35%

040 福 岡 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 7 1 12 60 17% 12% 2% 20%

041 佐 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 4 1 7 20 20% 20% 5% 35%

042 長 崎 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 3 1 3 21 5% 14% 5% 14%

043 熊 本 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 2 1 5 45 2% 4% 2% 11%

044 大 分 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 2 0 3 18 0% 11% 0% 17%

045 宮 崎 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 3 2 5 26 8% 12% 8% 19%

046 鹿 児 島 県 ○ ○ ○ ○ ○ 4 15 0 8 43 9% 35% 0% 19%

047 沖 縄 県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 0 0 1 41 0% 0% 0% 2%

(47) (47)

18 29 45 45 33 47 39 30 314 392 73 525 1,741 18% 23% 4% 30%

(70) (66)

19 46 59 63 115
※子育て世代包括支援センターは、平成29年4月１日現在でセンターを設置している市町村数を参
考として記載

※生涯を通じた女性の健康支援事業の(○）は、国庫補助を受けないで実施しているもの。また、
小計等の（ ）内は、国庫補助を受けていない自治体を含む数である。指定都市等

を含む合計

生涯を通じた女性の健康支
援 事 業

子 ど も
の 心 の
診 療
ネ ッ ト
ワ ー ク
事 業

HTLV-1
母 子 感
染 対 策

健 康 教
育

事 業

不妊専
門相談
セン

ター事
業

女性健
康支援
セン

ター事
業

小 計

実施市町村の割合 ａ／ｂ

市町村数
（指定都
市等を含
む）ｂ

母子保健医療対策等総合支援事業の実施状況

産前･産
後サポー
ト事業

産後ケア
事業

産婦健康
診査事業

(参考)子
育て世代
包括支援
センター
(H29)

実施市町村数 ａ

産前･産
後サポー
ト事業

産後ケア
事業

(参考)子
育て世代
包括支援
センター
(H29)

新生児
聴覚検
査体制
整備事

業

産婦健康
診査事業

不 妊 に
悩 む 方
へ の 特
定 治 療
支 援 事

業

妊娠・
出産包
括支援
事業
（妊

娠・出
産包括
支援推
進事
業）

平成29年度(国庫補助対象分）
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048 札 幌 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
049 仙 台 市 ○ ○ ○ ○ ○
050 さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
051 千 葉 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
052 横 浜 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
053 川 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
054 相 模 原 市 ○ ○ ○
055 新 潟 市 (○) ○ ○ ○ ○
056 静 岡 市 (○) ○ ○ ○ ○
057 浜 松 市 (○) ○ ○ ○ ○
058 名 古 屋 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
059 京 都 市 (○) ○ ○ ○ ○ ○ ○
060 大 阪 市 (○) ○ ○ ○ ○
061 堺 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
062 神 戸 市 (○) ○ ○ ○ ○
063 岡 山 市 ○ ○
064 広 島 市 ○ (○) ○ ○ ○ ○ ○
065 北 九 州 市 ○ (○) ○ ○ ○ ○
066 福 岡 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
067 熊 本 市 ○ ○
068 旭 川 市 ○ ○
069 函 館 市 ○ ○ ○ ○ ○
070 青 森 市 ○ ○ ○
071 八 戸 市 ○ ○ ○
072 盛 岡 市 ○ ○ ○ ○
073 秋 田 市 ○ ○ ○
074 郡 山 市 ○ ○ ○ ○ ○
075 い わ き 市 ○ ○ ○ ○
076 宇 都 宮 市 ○ ○ ○ ○ ○
077 前 橋 市 ○ ○ ○
078 高 崎 市 ○ ○
079 川 越 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
080 越 谷 市 ○ ○
081 船 橋 市 ○ ○ ○
082 柏 市 ○ ○ ○ ○
083 八 王 子 市 (○) ○
084 横 須 賀 市 ○ ○ ○ ○
085 富 山 市 ○ ○ ○ ○
086 金 沢 市 ○ ○ ○
087 長 野 市 ○ ○ ○ ○ ○
088 岐 阜 市 ○
089 豊 田 市 ○ ○ ○ ○ ○
090 豊 橋 市 ○ ○ ○ ○
091 岡 崎 市 ○ ○
092 大 津 市 ○ ○ ○ ○
093 高 槻 市 ○ ○ ○ ○
094 東 大 阪 市 ○ ○ ○
095 豊 中 市 ○ ○ ○ ○ ○
096 枚 方 市 ○ ○ ○ ○ ○
097 姫 路 市 ○ ○ ○
098 西 宮 市 ○ ○ ○
099 尼 崎 市 ○ ○
100 奈 良 市 ○ ○ ○ ○ ○
101 和 歌 山 市 (○) ○ ○ ○ ○
102 倉 敷 市 ○ ○
103 福 山 市 ○ ○ ○
104 呉 市 ○ ○ ○ ○
105 下 関 市 ○ ○ ○ ○ ○
106 高 松 市 ○ ○ ○
107 松 山 市 ○ ○
108 高 知 市 ○ ○ ○
109 久 留 米 市 ○ ○ ○ ○ ○
110 長 崎 市 ○ ○ ○
111 佐 世 保 市 ○ ○ ○ ○
112 大 分 市 ○
113 宮 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
114 鹿 児 島 市 ○ ○ ○ ○
115 那 覇 市 ○ ○

(23) (19)

1 17 14 18 68 36 44 18 52
小 計

子 ど も
の 心 の
診 療
ネ ッ ト
ワ ー ク
事 業

生涯を通じた女性の
健康支援事業

不 妊 に
悩 む 方
へ の 特
定 治 療
支 援 事

業

市町村事業(再計)

健 康 教
育

事 業

産前･産
後サポー
ト事業

産後ケア
事業

子育て世
代包括支
援セン
ター

女性健康
支援

センター
事業

不妊専門
相談セン
ター事業

産婦健康
診査事業
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‰ 順位 件数 ‰ ‰ 順位 ‰ 順位 ‰ 順位 件数 ‰ 20歳未満 ‰ 順位

1 北 海 道 3.3 33 - - 6.6 45 2.2 13 0.8 15 7,987 7.6 805 7.0 2

2 青 森 県 3.0 39 1 11.4 6.7 43 2.1 16 0.7 17 1,607 6.9 145 4.8 21

3 岩 手 県 3.8 14 1 11.7 6.6 45 2.0 22 0.5 33 1,677 7.4 117 4.0 33

4 宮 城 県 3.7 16 1 5.6 7.5 25 2.3 10 1.2 3 3,696 7.8 296 5.4 16

5 秋 田 県 4.6 3 - - 5.6 47 2.3 10 0.9 10 1,083 6.5 71 3.4 44

6 山 形 県 4.4 5 - - 6.8 42 3.2 1 1.2 3 1,218 6.2 88 3.5 43

7 福 島 県 4.6 3 - - 7.3 31 2.0 22 0.5 33 2,856 8.4 249 5.5 14

8 茨 城 県 4.0 11 - - 7.3 31 1.9 26 0.6 28 2,609 4.7 246 3.6 39

9 栃 木 県 3.1 36 1 6.7 7.5 25 1.8 34 0.8 15 2,666 6.9 240 5.3 18

10 群 馬 県 3.5 26 - - 7.1 35 1.6 42 0.7 17 2,535 6.7 232 4.8 21

11 埼 玉 県 3.4 30 1 1.8 7.6 22 2.2 13 0.7 17 6,158 4.0 513 3.0 46

12 千 葉 県 4.1 9 2 4.3 7.4 28 2.1 16 0.7 17 5,747 4.4 556 3.9 34

13 東 京 都 3.6 23 3 2.6 8.5 5 2.0 22 0.7 17 26,501 8.2 1,834 6.7 6

14 神 奈 川 県 3.6 23 2 2.8 7.9 14 2.1 16 0.9 10 9,849 5.0 867 4.1 31

15 新 潟 県 3.7 16 - - 6.9 41 1.3 46 0.3 45 2,568 6.1 201 3.9 34

16 富 山 県 4.0 11 - - 7.0 38 2.2 13 1.2 3 979 5.0 75 3.1 45

17 石 川 県 2.7 43 - - 7.8 18 2.1 16 0.7 17 1,341 5.9 103 3.7 38

18 福 井 県 4.2 7 - - 7.9 14 2.6 6 1.3 2 1,016 6.9 80 4.2 30

19 山 梨 県 2.6 44 - - 7.1 35 1.7 37 0.5 33 794 5.1 86 4.3 28

20 長 野 県 3.7 16 1 6.5 7.4 28 1.9 26 1.0 8 2,700 7.0 229 4.7 24

21 岐 阜 県 3.7 16 - - 7.5 25 2.4 7 1.0 8 2,133 5.4 197 3.9 34

22 静 岡 県 4.1 9 1 3.5 7.6 22 1.7 37 0.6 28 4,088 5.8 368 4.3 28

23 愛 知 県 3.7 16 3 4.6 8.8 2 1.8 34 0.7 17 8,530 5.3 747 4.1 31

24 三 重 県 5.7 1 1 7.4 7.4 28 1.7 37 0.6 28 2,190 6.2 221 5.0 20

25 滋 賀 県 2.4 47 1 8.1 8.7 3 1.7 37 0.7 17 1,366 4.6 141 3.9 34

26 京 都 府 3.6 23 2 10.1 7.6 22 2.1 16 0.9 10 3,320 6.0 299 4.8 21

27 大 阪 府 3.5 26 4 5.7 7.9 14 1.6 42 0.5 33 14,073 7.3 1,308 6.2 7

28 兵 庫 県 2.8 42 3 6.8 8.0 12 1.5 45 0.4 39 5,206 4.5 487 3.6 39

29 奈 良 県 3.7 16 - - 7.0 38 3.2 1 1.1 6 998 3.7 96 2.8 47

30 和 歌 山 県 3.0 39 - - 7.0 38 1.8 34 0.3 45 1,147 6.4 103 4.5 25

31 鳥 取 県 5.2 2 - - 7.8 18 2.9 4 1.4 1 988 9.6 74 5.7 10

32 島 根 県 3.2 34 - - 7.7 21 2.1 16 0.4 39 708 6.0 57 3.6 39

33 岡 山 県 3.9 13 1 6.3 8.2 9 1.9 26 0.7 17 2,562 6.7 255 5.4 16

34 広 島 県 3.7 16 - - 8.1 11 1.9 26 0.5 33 4,308 7.6 394 6.0 8

35 山 口 県 4.4 5 - - 7.1 35 2.4 7 0.4 39 1,549 6.1 162 5.1 19

36 徳 島 県 3.4 30 - - 7.2 34 3.0 3 0.9 10 788 5.7 62 3.6 39

37 香 川 県 2.5 45 - - 7.8 18 1.1 47 0.4 39 1,300 7.1 126 5.5 14

38 愛 媛 県 3.1 36 - - 7.3 31 1.6 42 0.1 47 1,934 7.6 210 6.8 4

39 高 知 県 2.9 41 - - 6.7 43 1.9 26 0.4 39 1,073 8.4 108 6.8 4

40 福 岡 県 3.4 30 1 2.2 8.7 3 2.0 22 0.6 28 9,904 9.2 946 7.8 1

41 佐 賀 県 2.5 45 1 14.4 8.3 8 1.9 26 0.4 39 1,257 7.9 120 5.7 10

42 長 崎 県 4.2 7 - - 8.0 12 1.7 37 0.6 28 1,983 8.0 144 4.5 25

43 熊 本 県 3.2 34 1 6.5 8.4 6 1.9 26 0.7 17 2,882 8.6 237 5.6 13

44 大 分 県 3.5 26 1 10.8 7.9 14 2.4 7 1.1 6 1,739 8.1 162 6.0 8

45 宮 崎 県 3.5 26 1 10.9 8.2 9 2.8 5 0.9 10 1,427 7.1 117 4.5 25

46 鹿 児 島 県 3.1 36 - - 8.4 6 2.3 10 0.5 33 2,588 8.6 216 5.7 10

47 沖 縄 県 3.8 14 - - 11.6 1 1.9 26 0.7 17 2,387 7.7 276 6.9 3

全 国 3.6 34 3.4 7.8 2 0.7 168,015 6.5 14,666 5.0

注：１）周産期死亡率、妊産婦死亡率、出生率、乳児死亡率、新生児死亡率は人口動態統計による。

周産期死亡率＝ 妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数
出生数＋妊娠満22週以後の死産数

２）人工妊娠中絶件数及び実施率は保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例）による。

都道府県別の主な母子保健指標等（平成28年度）

都道府県

周産期死亡率 妊産婦死亡率 出生率 乳児死亡率 新生児死亡率 人工妊娠中絶件数及び実施率
(出産千対) (出産十万対) (人口千対) (出生千対) (出生千対) (女性人口千対)
平成28年 平成28年 平成28年 平成28年 平成28年 平成28年
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○妊婦健康診査の公費負担の状況について（平成２８年４月１日現在）

受診券方式で公費負担している１，４４９市区町村のうち、「妊婦に対する健

康診査についての望ましい基準」において行うものとしている検査項目に係る公

費負担の状況

＜市区町村数＞

検査項目（推奨レベルＡ・Ｂ・Ｃ・記載なし（注））

を全て実施 １，０８８（ ７５．１％）

検査項目（推奨レベルＡ・Ｂ・Ｃ）を全て実施 １，３２２（ ９１．２％）

検査項目（推奨レベルＡ・Ｂ）を全て実施 １，４４９（１００．０％）

検査項目（推奨レベルＡ）を全て実施 １，４４９（１００．０％）

※「推奨レベル｣とは、｢産婦人科診療ガイドライン－産科編 2014｣における推奨レベルをいう

Ａ：（実施すること等が）強く勧められる

Ｂ：（実施すること等が）勧められる

Ｃ：（実施すること等が）考慮される（考慮の対象となるが、必ずしも実施が勧められて

いるわけではない）

（注）「記載なし」とは、推奨されているが検査内容や回数が複数にわたるため、当該検査項目全

体の推奨レベルが記載されていないもの。血糖検査、血算検査、超音波検査が該当する。

[検査項目別の市町村における公費負担の実施状況]

検査項目 推奨レベル 市区町村数

○①～⑨の血液検査を全て実施 － １，２２６（ ８４．６％）

①血液型等の検査 Ａ １，４４９（１００．０％）

②Ｂ型肝炎抗原検査 Ａ １，４４９（１００．０％）

③Ｃ型肝炎抗体検査 Ａ １，４４９（１００．０％）

④ＨＩＶ抗体検査 Ａ １，４４９（１００．０％）

⑤梅毒血清反応検査 Ａ １，４４９（１００．０％）

⑥風疹ウイルス抗体検査 Ａ １，４４９（１００．０％）

⑦血糖検査（２回） 記載なし（※1） １，３２９（ ９１．７％）

時

期

妊娠初期（１回）

妊娠２４～３５週（１回）

時期を定めていない

－

－

－

１，３６８（ ９４．４％）

１，３１６（ ９０．８％）

６３（ ４．３％）

⑧血算検査（３回） 記載なし（※2） １，３２１（ ９１．２％）

妊娠初期（１回） － １，４２８（ ９８．６％）

資料15
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時

期

妊娠２４～３５週（１回）

妊娠３６週～出産（１回）

時期を定めていない

－

－

－

１，３７７（ ９５．０％）

１，２９６（ ８９．４％）

５４（ ３．７％）

⑨ＨＴＬＶ－１抗体検査 Ａ １，４４９（１００．０％）

⑩子宮頸がん検診 Ｃ １，３２２（ ９１．２％）

⑪超音波検査(４回) 記載なし（※3） １，２２０（ ８４．２％）

時

期

妊娠初期～２３週（２回）

妊娠２４週～３５週（１回）

妊娠３６週～出産（１回）

時期を定めていない

－

－

－

－

１，１９４（ ８２．４％）

１，２７２（ ８７．８％）

１，１６３（ ８０．３％）

２０５（ １４．１％）

⑫性器クラミジア検査 Ｂ １，４４９（１００．０％）

⑬Ｂ群溶血性レンサ球菌検査 Ｂ １，４４９（１００．０％）

［「産婦人科診療ガイドライン－産科編 2014」における推奨レベル］

※1 血糖検査・・・・随時血糖：妊娠初期（推奨レベルＢ）、24 週～28 週（推奨レベルＢ）＊

50gＧＣＴ：24 週～28 週（推奨レベル記載なし）＊

＊いずれか一方で可

※2 血算検査・・・・妊娠初期（推奨レベルＡ）、30 週（推奨レベル記載なし）、37 週（推奨レベ

ル記載なし）

※3 超音波検査・・・妊娠確認・予定日決定：第一三半期（推奨レベルＢ）

子宮頸管長：20～24 週頃（推奨レベルＣ）

胎児発育：20 週頃（推奨レベル記載なし）、30 週頃（推奨レベルＢ）、37 週

頃（推奨レベル記載なし）

胎盤位置・羊水量：20 週頃（推奨レベル記載なし）、30 週頃（推奨レベルＢ）、

胎位：20 週頃（推奨レベル記載なし）、30 週頃（推奨レベル記載なし）、

37 週頃（推奨レベル記載なし）
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平成２８年度 未熟児養育医療費給付実施状況について

001 北 海 道 49 73 93 100 55 30 130 530 068 旭 川 市 13 15 16 20 9 3 23 99

002 青 森 県 19 30 31 31 21 13 22 167 069 函 館 市 10 4 5 6 0 0 2 27

003 岩 手 県 17 24 30 39 18 3 5 136 070 青 森 市 8 10 8 11 7 0 11 55

004 宮 城 県 31 38 36 40 28 7 15 195 071 盛 岡 市 5 8 8 3 3 1 1 29

005 秋 田 県 11 11 30 28 25 6 27 138 072 秋 田 市 10 10 10 20 15 7 27 99

006 山 形 県 34 30 28 40 12 1 3 148 073 郡 山 市 6 8 14 8 6 1 2 45

007 福 島 県 22 29 23 26 28 9 8 145 074 い わ き 市 7 3 8 14 6 5 4 47

008 茨 城 県 78 85 96 112 23 14 19 427 075 宇 都 宮 市 7 16 21 24 11 3 11 93

009 栃 木 県 33 63 56 54 40 12 24 282 076 前 橋 市 9 7 14 11 5 8 27 81

010 群 馬 県 37 44 37 45 39 10 78 290 077 高 崎 市 10 10 16 11 12 3 17 79

011 埼 玉 県 116 153 171 173 136 81 274 1104 078 川 越 市 5 5 13 6 13 10 26 78

012 千 葉 県 87 136 158 167 82 26 15 671 079 越 谷 市 4 11 11 6 12 11 10 65

013 東 京 都 51 80 89 79 63 35 102 499 080 船 橋 市 15 20 25 17 14 4 0 95

014 神奈川県 52 60 88 84 42 11 40 377 081 柏 市 10 15 9 17 7 1 0 59

015 新 潟 県 29 35 42 52 33 15 21 227 082 八 王 子 市 3 7 19 8 12 2 21 72

016 富 山 県 18 21 17 13 20 8 13 110 083 横 須 賀 市 16 13 10 12 2 1 0 54

017 石 川 県 10 18 22 15 15 9 19 108 084 富 山 市 5 10 13 17 6 2 7 60

018 福 井 県 19 12 18 42 31 23 85 230 085 金 沢 市 12 13 20 14 12 7 14 92

019 山 梨 県 20 25 23 35 6 1 2 112 086 長 野 市 4 9 15 16 9 4 18 75

020 長 野 県 25 43 55 72 37 25 87 344 087 岐 阜 市 6 15 14 12 5 1 3 56

021 岐 阜 県 31 40 45 60 44 22 71 313 088 豊 田 市 9 10 12 7 1 3 8 50

022 静 岡 県 47 84 84 100 26 17 40 398 089 豊 橋 市 9 15 19 17 2 0 3 65

023 愛 知 県 110 144 152 191 88 36 72 793 090 岡 崎 市 6 14 11 16 5 1 0 53

024 三 重 県 33 45 51 73 68 27 90 387 091 大 津 市 7 15 11 20 9 6 24 92

025 滋 賀 県 28 32 35 45 24 11 38 213 092 高 槻 市 7 9 20 13 4 9 12 74

026 京 都 府 26 38 32 34 47 27 49 253 093 東 大 阪 市 6 12 17 14 17 2 19 87

027 大 阪 府 66 100 97 116 51 26 95 551 094 豊 中 市 10 10 10 14 4 2 3 53

028 兵 庫 県 51 74 89 127 56 13 37 447 095 枚 方 市 10 8 5 12 0 1 7 43

029 奈 良 県 17 25 40 32 45 35 100 294 096 姫 路 市 22 22 17 25 4 2 0 92

030 和歌山県 11 18 14 12 4 1 4 64 097 西 宮 市 10 13 17 18 23 8 17 106

031 鳥 取 県 9 27 19 30 0 0 3 88 098 尼 崎 市 12 8 21 20 21 6 22 110

032 島 根 県 20 28 26 35 10 4 11 134 099 奈 良 市 6 8 9 10 21 11 52 117

033 岡 山 県 17 18 23 29 15 12 30 144 100 和 歌 山 市 17 13 17 8 2 0 2 59

034 広 島 県 18 30 29 35 34 21 42 209 101 倉 敷 市 13 16 12 25 13 6 28 113

035 山 口 県 28 37 41 45 51 20 155 377 102 福 山 市 5 24 15 22 30 13 8 117

036 徳 島 県 13 19 31 33 11 2 5 114 103 呉 市 3 6 14 15 10 5 8 61

037 香 川 県 7 19 17 18 20 10 26 117 104 下 関 市 3 7 10 7 10 8 15 60

038 愛 媛 県 12 19 33 44 9 2 20 139 105 高 松 市 12 20 16 16 10 5 15 94

039 高 知 県 9 4 11 12 4 1 3 44 106 松 山 市 11 15 28 22 5 4 6 91

040 福 岡 県 59 82 104 110 21 5 15 396 107 高 知 市 6 9 8 14 3 0 4 44

041 佐 賀 県 16 26 35 37 6 3 15 138 108 久 留 米 市 7 11 11 21 4 0 2 56

042 長 崎 県 19 24 24 34 17 5 18 141 109 長 崎 市 5 16 17 18 5 3 6 70

043 熊 本 県 22 38 46 44 49 40 98 337 110 佐 世 保 市 6 9 16 12 3 1 7 54

044 大 分 県 10 22 19 26 13 9 23 122 111 大 分 市 8 23 25 29 23 10 26 144

045 宮 崎 県 17 20 31 29 8 5 10 120 112 宮 崎 市 18 24 21 18 12 3 3 99

046 鹿児島県 19 38 47 56 61 33 44 298 113 鹿 児 島 市 18 31 38 43 59 46 35 270

047 沖 縄 県 61 72 98 87 74 24 23 439 114 那 覇 市 10 18 16 19 7 0 3 73

1,534 2,133 2,416 2,741 1,610 750 2,126 13,310 421 595 702 728 473 229 559 3,707

048 札 幌 市 45 66 70 86 37 16 97 417 115 小 樽 市 1 3 3 2 0 3 8 20

049 仙 台 市 26 46 46 51 33 11 13 226 116 町 田 市 10 10 13 10 5 5 8 61

050
さいたま

市 36 36 53 50 45 25 83 328 117 藤 沢 市 6 15 21 21 3 5 3 74

051 千 葉 市 27 29 32 43 27 8 5 171 118 四 日 市 市 5 13 12 11 4 0 5 50

052 横 浜 市 81 111 153 139 81 42 151 758 119 大 牟 田 市 0 1 4 3 0 0 0 8

053 川 崎 市 31 41 35 59 37 10 47 260 120 千 代 田 区 2 0 2 3 4 1 0 12

054 相模原市 17 25 21 27 31 13 20 154 121 中 央 区 9 3 7 9 1 4 5 38

055 新 潟 市 11 24 15 26 14 3 16 109 122 港 区 2 8 17 7 7 4 12 57

056 静 岡 市 17 23 25 36 12 2 25 140 123 新 宿 区 10 14 8 11 3 2 1 49

057 浜 松 市 18 31 37 46 6 3 9 150 124 文 京 区 5 9 9 10 6 0 6 45

058 名古屋市 48 66 84 84 42 13 37 374 125 台 東 区 7 5 7 7 5 0 3 34

059 京 都 市 26 35 48 38 38 19 106 310 126 墨 田 区 12 8 12 14 3 2 7 58

060 大 阪 市 71 78 99 106 68 28 130 580 127 江 東 区 14 20 28 19 10 3 8 102

061 堺 市 18 33 23 30 18 11 27 160 128 品 川 区 8 20 13 16 16 10 42 125

062 神 戸 市 20 32 51 41 17 2 1 164 129 目 黒 区 3 7 7 8 3 3 15 46

063 岡 山 市 13 23 22 24 25 11 25 143 130 大 田 区 17 26 30 24 17 16 48 178

064 広 島 市 32 38 56 55 84 37 101 403 131 世 田 谷 区 19 19 19 24 7 7 23 118

065 北九州市 28 31 32 64 5 1 8 169 132 渋 谷 区 2 7 15 4 4 2 4 38

066 福 岡 市 50 77 89 93 15 9 4 337 133 中 野 区 6 12 14 8 2 1 5 48

067 熊 本 市 22 33 21 36 47 34 160 353 134 杉 並 区 17 18 20 19 9 3 6 92

637 878 1,012 1,134 682 298 1,065 5,706 135 豊 島 区 5 6 8 6 4 0 3 32

136 北 区 10 19 15 20 5 6 15 90

137 荒 川 区 4 11 5 8 3 2 1 34

138 板 橋 区 15 17 16 19 17 3 15 102

139 練 馬 区 20 20 18 32 12 6 17 125

140 足 立 区 19 25 32 17 10 4 8 115

141 葛 飾 区 7 9 9 11 8 2 5 51

142 江 戸 川 区 23 28 26 26 7 2 9 121

258 353 390 369 175 96 282 1,923

2,001g以上
2,300g以下

都道府県
保健所設置市

特別区
1,000g以下

1,001g以上
1,500g以下

1,501g以上
1,800g以下

1,801g以上
2,000g以下

小計④

※平成28年度未熟児養育医療費等国庫負担金事業実績報告による

1,000g以下
1,001g以上
1,500g以下

1,501g以上
1,800g以下

2,940 1,373 4,032 24,646

2,301g以上
2,500g以下

2,501g以上 合計

小計①

小計②

小計③

都道府県
保健所設置市

特別区

総計
（①+②+③+④）

2,850 3,959 4,520 4,972

1,801g以上
2,000g以下

2,001g以上
2,300g以下

2,301g以上
2,500g以下

2,501g以上 合計
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雇児母発０３１３第１号

平成２５年３月１３日

都道府県

各 指定都市 母子保健主管部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長

「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」の指針等について（周知依頼）

「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」（以下「新出生前遺伝学的検査」という。）につきま

しては、去る3月9日に、日本産科婦人科学会が「『母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査』指針」

（以下「学会指針」という。）を決定し公表いたしました。また併せて、日本医学会、日本産科婦人科

学会、日本人類遺伝学会、日本医師会、日本産婦人科医会の関係５団体が、新出生前遺伝学的検査につ

いての共同声明を発表しました。

学会指針及び共同声明の内容は別添のとおりですが、新出生前遺伝学的検査についての厚生労働省の

見解は下記のとおりですので、本通知、学会指針（別紙１）及び共同声明（別紙２）について、その内

容を御了知いただくとともに、貴都道府県・市の医療主管部（局）、衛生主管部（局）等の関係部署及

び管内の市区町村、並びに必要に応じて管内の医療機関等の関係機関に対して、幅広く情報提供してい

ただくよう、よろしくお願いいたします。

なお、別途、別紙３の関係機関に対して、各会の会員等に対する周知並びに学会指針及び共同声明の

遵守を依頼していることを申し添えます。

記

１． 新出生前遺伝学的検査等に関する厚生労働省の基本的考え方

○ 一般的に医学的検査は、必要な患者に対し、診察から検査、診断、治療に至るまでの医師が行う診

療行為の一環としてなされるべきものである。

○ 特に、新出生前遺伝学的検査については、その高度な専門性と結果から導き出される社会的影響を

考慮すると、検査前後における専門家による十分な遺伝カウンセリングにより、検査を受ける妊婦

やその家族等に検査の意義や限界などについて正確に理解していただくことが必要である。
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○ 検査対象者については、新出生前遺伝学的検査の特性を踏まえ、超音波検査等で胎児が染色体数異

常を有する可能性が示唆された者や染色体数的異常を有する児を妊娠した既往のある者、高齢妊娠

の者等、一定の要件を定めることが必要である。

○ そのためには、学会関係者に限らず、検査に関わる全ての学術団体、医学研究機関、医療機関、臨

床検査会社、遺伝子解析施設、遺伝子解析の仲介会社、健康関連企業等の皆様にも、学会指針を尊

重して御対応いただくことが必要と考えている。

※別紙２・別紙３については省略
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